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はじめに 

 
 65 歳未満で発症する認知症のことを「若年性認知症」と⾔います。2006 年度〜2008 年
度に実施された厚⽣労働省調査の結果では、全国の若年性認知症の⼈は 37,800 ⼈（有
病率：18 歳〜64 歳⼈⼝ 10 万⼈対 47.6 ⼈）と推計されています。 
 若年性認知症は、上記の調査結果において平均の発症年齢が約 51 歳とされており、現
役世代での発症になることから、就労の継続や世帯の家計、⼦の養育や親の介護と時期が
重なることによるダブルケア等、様々な困難に直⾯することが多いと⾔われています。御本⼈・
御家族には精神的にも⾝体的にも⼤きな負担が強いられるため、社会全体でサポートするこ
とが必要です。 
 このため、本県では若年性認知症⽀援の取組として、若年性認知症デイサービス創業の
モデル事業、若年性認知症⽀援コーディネーター配置と就労⽀援の強化、若年性認知症オ
レンジカフェ開設などを⾏い、総合相談体制の整備や居場所づくりを進めてきました。 
 さて、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）や認知症施策推進⼤綱では、認
知症の御本⼈や御家族の視点を重視し、御意⾒をいただきながら地域づくりや政策を形成
することの必要性が強調されています。 
 本県では、このような状況を背景として、今後の若年性認知症施策を検討するための基
礎資料を得るため、若年性認知症の⼈の⽣活実態の調査を⾏うことといたしました。 
 この調査結果で把握できた現状やいただいた御意⾒等を踏まえ、本県の施策を発展させ
ていくことで、若年性認知症の切れ⽬のない⽀援体制を構築してまいります。 
 最後に、本調査を実施するに当たって多⼤なる御協⼒をいただきました医療機関、介護
保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所、地域包括⽀援センター、保健所、保健セ
ンター等の関係者の皆様、また、多くの項⽬のある⼆次調査に時間を割いて御回答をいただ
きました若年性認知症の御本⼈・御家族の皆様に⼼より感謝申し上げます。 
 

2020 年３⽉ 
埼⽟県福祉部地域包括ケア課 
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Ⅰ  調査の全体像                                                                          

１  調査目的 

若年性認知症の所在状況と⽣活実態を把握することを⽬的としました。 
 

2  調査対象地域 

埼⽟県全域 
 

3  調査基準日 

2019 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
 
4  調査方法 

4.1  ⼀次調査 
調査対象地域における調査対象機関・事業所（医療機関、介護事業所・施設、障害事業所・施

設、相談⽀援機関等）に対し、若年性認知症の利⽤者がいる（受診している、サービスを利⽤してい
る）かどうかを調査し、若年性認知症の所在等を明らかにしました。 
 
4.2  ⼆次調査 

⼀次調査で若年性認知症の利⽤者がいる（受診している、サービス利⽤している）と回答した事業
所に対し、⽣活実態に関する⼆次調査を⾏いました。 

対象は⼀次調査の回答機関・事業所等の担当者と、⼀次調査において回答機関・事業所等を介
して⼆次調査への協⼒が得られる本⼈・家族としました。 

調査項⽬は、事業所等の担当者に対しては疾病の状況、就労・⽣活の状況、医療・介護などの提
供状況、必要と考える⽀援等について、本⼈・家族に対しては、基本属性、世帯構成、疾病名、就
労・⽣活の状況、 ⽇常で困っていること等について調査しました。 

 
5  調査体制 

調査主体 ： 埼⽟県福祉部地域包括ケア課 
調査実施委託事業者 ： 合同会社 HAM ⼈・社会研究所 
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６  調査の流れ 

図表 1  調査の全体概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査期間︓2019 年 10 ⽉下旬 
              〜 12 ⽉ 20 ⽇ 

担当者調査 

〈対象機関の担当者向け調査〉 
 主な調査項⽬  
対象となる⽅の、「診断名」、「⾃⽴度」、 
「ADL」、「BPSD」、 「利⽤サービス」、 
「必要と考える⽀援(記述)」 など 

ご本⼈・ご家族から 
⼆次調査票の回収 

⼆次調査票の回収 

本⼈・家族調査の協⼒者の有無 

いる 

➊対象機関に調査依頼 

 （一次調査票の送付） 調査期間︓2019 年 7 ⽉下旬 
              〜 8 ⽉ 19 ⽇ 

若年性認知症の該当者の有無 

協⼒者がいない 
(ご本⼈・ご家族の協⼒が得られない) 

調査終了 〈ご本⼈・ご家族向け調査〉 
 主な調査項⽬  
ご⾃⾝の、「気づいた時の状況」、 
「受診の状況」、「就労の状況」、 
「家計の状況」、「困っていること」 など 

⼀次調査票を回収し 
調査終了 

➋該当する方がいる機関に調査依頼 

 （二次調査票の送付） 

該当する⽅に関する回答を記⼊の上、 
⼀次調査票を回収 

本人・家族調査 

二次調査 

（生活実態に関する調査）

いない 

協⼒者がいる 
(ご本⼈・ご家族の協⼒あり) 

一次調査 

（所在に関する調査） 
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Ⅱ  一次調査                                                                             

  1  目的 

調査対象機関（医療、介護、障害、相談、就労等関係事業所）に対し、若年性認知症の⼈がいる
かどうか（受診があるか、サービス利⽤があるか）を調査し、若年性認知症の⼈の所在等を明らかにするこ
とを⽬的としました。 

 
  2  方法 

2.1  調査対象 
        県内に所在する事業所のうち、「若年性認知症の⼈が受診している・利⽤している可能性が⾼い事

業所」を以下のルールに従って選定しました。 

      ➀医療機関； 精神科・脳神経内科・⼼療内科・神経科のいずれかを標榜する病院・診療所、認
知症サポート医がいる医療機関 

      ②介護サービス事業所・施設等； 訪問看護ステーション、居宅介護⽀援事業所、⼩規模多機能
型居宅介護、認知症対応型共同⽣活介護（グループホーム）、看護⼩規模多機
能型居宅介護、介護⽼⼈福祉施設（特別養護⽼⼈ホーム）、介護⽼⼈保健施
設、介護療養型医療施設 

      ③障害関係； 就労移⾏⽀援事業所、就労継続⽀援 A 型事業所、就労継続⽀援 B 型事業所 
      ➃相談関係； 地域包括⽀援センター、保健所・保健センター 
      ⑤就労関係； 公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・⽣活⽀援センター 
 
        ➀医療機関は 939 機関、②介護サービス事業所・施設等は 3,422 事業所、③障害関係は 378 事

業所、➃相談関係は 376 事業所、⑤就労関係は 67 事業所を選定し、合計 5,182 事業所を⼀次
調査の対象としました。調査対象事業所の内訳は図表 2.1 に⽰します。 

 
2.2  調査⽅法 

        若年性認知症の⼈の受診・利⽤の実績を問う⼀次調査票を各事業所に（複数の標榜科にあては
まる医療機関は標榜科ごとに）郵送し、各事業所の担当者に記⼊と郵送による返送を依頼しました。 

 
2.3  調査項⽬ 

        ⼀次調査の調査項⽬は以下の通りです。 
        Q1  2018 年 4 ⽉ 1 ⽇から 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇までの間の埼⽟県に在住の若年性認知症※の⼈

の有無（調査基準⽇ 2019 年 4 ⽉ 1 ⽇） 
        Q2   「いた」場合の⼈数、若年性認知症の本⼈の性別、年齢、⽣年⽉⽇、発症年⽉、認知症

診断の状況 
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         ※認知症の判断基準について（調査票に［認知症診断の考え⽅］として表⽰） 

        認知症の診断は以下の 3 点を満たし、確定診断されていない場合も含めてください。 
1  記憶⼒の低下、または、その他の認知機能障害がある。 

例えば、⽇時や⾃分のいる場所を⼤幅にまちがえる、聞いたこと・話したことをすぐ忘れる、
少し前の出来事を忘れてしまうことが多い、よく知っている道でも迷うことがある、⾔葉がなか
なか出てこないなど。 

2  以前と⽐べて仕事、家事、⾦銭の管理、⾝辺整理、対⼈関係などの⽇常⽣活や社会⽣
活などが困難になり、家族などの援助が必要である。 

3  知的障害、⾃閉症などではない。 
 

2.4  調査期間 
        2019 年 7 ⽉下旬 〜 2019 年 8 ⽉ 19 ⽇ 
 

図表 2.1  調査対象事業所数および内訳 

 事業所数 構成割合 （内訳） 数 

全体       5,182

➀医療機関 
939 18.1% 病院（精神科、脳神経内科、⼼療内科、神経科） 409

 診療所（精神科、脳神経内科、⼼療内科、神経科） 399
 認知症サポート医 131

②介護サービス 
事業所・施
設等 

3,422 66.0% 訪問看護ステーション 356
 居宅介護⽀援 1,875
 ⼩規模多機能型居宅介護 126
 認知症対応型共同⽣活介護（グループホーム） 446
 看護⼩規模多機能型居宅介護 11
 介護⽼⼈福祉施設 433
 介護⽼⼈保健施設 165
 介護療養型医療施設 10

③障害関係 
サービス 
事業所 

378 7.3% 就労移⾏⽀援事業所 130※

 就労継続⽀援 A 型事業所  83※

 就労継続⽀援 B 型事業所 233※

➃相談関係 
376 7.3% 地域包括⽀援センター 283

 保健所・保健センター 93

⑤就労関係 
67 1.3% 公共職業安定所（ハローワーク） 15

 障害者職業センター 29
 障害者就業・⽣活⽀援センター 23

         ※障害関係サービス事業所の種類は複数にあてはまる場合があるため、3 種類の合計が③事業所数と⼀致しない 
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    2.5  有効回答率 
        調査対象 5,182 事業所のうち、3,024 事業所から回答があり、有効回答率は 58.4%でした。 
        事業所種類別では、医療機関全体は 37.6%（353/939）、介護サービス事業所・施設等全体は

61.5%（2,106/3,422）、障害関係サービス事業所全体は 63.0%（238/378）、相談関係全体は
75.8%（285/376）、就労関係全体は 62.7％（42/67）でした。 

図表 2.2  事業所種類別の有効回答数・有効回答率 

（内訳） 対象数 回答数 回収率  対象数 回答数 回収率
全体 5,182 3,024 58.4%       
病院 409 136 33.3% 医療 939 353 37.6%
診療所 399 176 44.1%      
認知症サポート医 131 41 31.3%      
訪問看護ステーション 356 216 60.7% 介護 3,422 2,106 61.5%
居宅介護⽀援 1,875 1,175 62.7%      
⼩規模多機能型居宅介護 126 83 65.9%      
認知症対応型共同⽣活介護 446 268 60.1%      
看護⼩規模多機能型居宅介護 11 8 72.7%      
介護⽼⼈福祉施設 433 269 62.1%      
介護⽼⼈保健施設 165 84 50.9%      
介護療養型医療施設 10 3 30.0%      
就労移⾏⽀援事業所  障害 378 238 63.0%
就労継続⽀援 A 型事業所        
就労継続⽀援 B 型事業所       
地域包括⽀援センター 283 213 75.3% 相談 376 285 75.8%
保健所・保健センター 93 72 77.4%      
公共職業安定所 15 3 20.0% 就労 67 42 62.7%
障害者職業センター 29 20 69.0%      
障害者就業・⽣活⽀援センター 23 19 82.6%      
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  3  調査結果 

     3.1  若年性認知症の⼈のいる事業所 
        現在の年齢を問わず、若年性認知症の⼈がいるとした事業所は 471 事業所で、調査対象事業所

全体に占める割合は 9.1%、回答事業所に占める割合は 15.6%でした。うち、現在満 65 歳未満の若
年性認知症（以下、「現在 65 歳未満」）の⼈がいると回答した事業所は 314 事業所で、「いる」事
業所の 2/3（66.7%）を占めていました。 

図表 3.1  若年性認知症の⼈がいる事業所 

 事業所数
調査対象事業所 

に占める割合 
（5,182） 

回答事業所
に占める割合
（3,024） 

若年性認知症の⼈がいる事業所 
（上記のいずれか、または、両⽅） 471 9.1% 15.6%

うち、現在満 65 歳未満の若年性認知症の⼈がいる事業所 314 6.1% 10.4%

 
     3.2  若年性認知症の⼈数 
        把握された若年性認知症の⼈の総数は 999 ⼈※でした。 

うち、現在 65 歳未満の⼈は 590 ⼈（59.1%）でした。また、年齢・⽣年⽉⽇が無回答の⼈は 5 ⼈
でした。 

※ ⼀次調査の回答として把握できた⼆次調査対象者数は 1,028 ⼈でしたが、回答内容詳細から、
発症時年齢が満 65 歳以上のため対象外とした 29 ⼈を除いた 999 ⼈（−29 ⼈） 

図表 3.2  現在の年齢別の⼈数 

 ⼈数 構成割合 

合計 999 100.0% 

うち、現在満 65 歳未満の⼈ 590 59.1% 

 
     3.3  性別の⼈数 
        性別について、「男性」は 508 ⼈（50.9%）、「⼥性」は 487 ⼈（48.7%）でほぼ同数でした。 

図表 3.3  性別の⼈数 

 ⼈数 構成割合 

合計 999 100.0% 
男性 508 50.9% 
⼥性 487 48.7% 
無回答 4 0.4% 
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     3.4  平均年齢と年齢階級別の⼈数 
        若年性認知症の⼈の平均年齢は 62.9 歳（標準偏差±6.51 歳）でした。 
        続いて、5 歳刻みの年齢階級別の⼈数をみると、現在 65 歳未満では、「60〜64 歳」が 339 ⼈

（33.9%）と最も多く、以下、「55〜59 歳」が 154 ⼈（15.4%）、「50〜54 歳」が 66 ⼈（6.6%）の

順でした。現在 65 歳以上では、「65〜69 歳」が 271 ⼈（27.1%）と最も多く、以下、「70〜74 歳」が

107 ⼈（10.7%）、「75〜79 歳」が 22 ⼈（2.2%）の順でした。 

図表 3.4  年齢階級別の⼈数 

年齢階級 ⼈数 構成割合  ⼈数 構成割合 
18〜19 歳 0 0.0% 満 65 歳 

未満の⼈ 590 59.1% 
20〜24 歳 1 0.1% 
25〜29 歳 0 0.0%   

30〜34 歳 0 0.0%   

35〜39 歳 1 0.1%    
40〜44 歳 6 0.6%    
45〜49 歳 23 2.3%    
50〜54 歳 66 6.6%   

55〜59 歳 154 15.4%   

60〜64 歳 339 33.9%   

65〜69 歳 271 27.1% 満 65 歳 
以上の⼈ 404 40.4% 

70〜74 歳 107 10.7% 
75〜79 歳 22 2.2%   

80 歳〜 4 0.4%    
無回答 5 0.5%   
合計 999 100.0%  
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     3.5  発症してからの期間別の⼈数 
        発症年⽉の回答の得られた 814 ⼈について、発症してからの期間別⼈数をみると、「1〜5 年」が 392

⼈（48.2%）と最も多く、次いで、「6〜10 年」が 232 ⼈（28.5%）、「11〜15 年」が 91 ⼈（11.2%）

の順でした。 
図表 3.5  発症後期間別の⼈数 

発症後からの期間 ⼈数 構成割合 
1 年未満 64 7.9% 
1〜5 年 392 48.2% 
6〜10 年 232 28.5% 
11〜15 年 91 11.2% 
16〜20 年 19 2.3% 
21 年以上 16 2.0% 
合計 814 100.0% 

 
     3.6  認知症診断の状況（診断名別の⼈数） 
        認知症診断の状況について、認知症の診断名をみると、「アルツハイマー型認知症」が 582 ⼈

（58.3%）と最も多く、次いで、「⾎管性認知症」が 109 ⼈（10.9%）、「前頭側頭型認知症」が 91
⼈（9.1%）、「レビー⼩体型認知症」が 34 ⼈（3.4％）の順となっていました。 

図表 3.6  認知症の診断名別の⼈数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アルツハイマー型
認知症

582
58.3%⾎管性

認知症
109

10.9%

レビー⼩体型
認知症

34
3.4%

前頭側頭型
認知症

91
9.1%

その他
113

11.3%

MCI
10

1.0%

未診断
24

2.4%

不明
23

2.3%

無回答
13

1.3%
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     3.7  回答事業所別の状況 
        回答事業所別の若年性認知症がいる事業所数をみると、居宅介護⽀援事業所が 160 事業所

（回答事業所数に占める割合 13.6％）と最も多く、次いで、「介護⽼⼈福祉施設」が 71 施設（同
26.4％）、「地域包括⽀援センター」が 55 センター（同 25.8％）の順でした。 

        また、若年性認知症の⼈数では、「病院」が 281 ⼈と最も多く、次いで、「居宅介護⽀援事業所」が
227 事業所、「介護⽼⼈福祉施設」が 112 ⼈と続きました。1 事業所あたりの平均⼈数については、
全体で 2.12 ⼈であり、事業所別では「病院」が 9.69 ⼈と最も多く、次いで、「認知症サポート医」が
6.36 ⼈、「介護療養型医療施設」が 4.50 ⼈の順となりました。 

図表 3.7  利⽤事業所別の事業所数・利⽤者数 

（内訳） 回答 
事業所数

若年性認知症 
がいる事業所数 

若年性認知症 
の⼈数 

 
1 事業所 

あたり 

全体 
事業所

3,024
事業所
471 15.6%

⼈
999 

 ⼈ 
2.12 

病院 136 29 21.3% 281 
医療 
439 

9.69 
診療所 176 35 19.9% 88 2.51 
認知症サポート医 41 11 26.8% 70 6.36 
訪問看護ステーション 216 25 11.6% 31 

介護 
464 

1.24 
居宅介護⽀援 1,175 160 13.6% 227 1.42 
⼩規模多機能型居宅介護 83 12 14.5% 15 1.25 
認知症対応型共同⽣活介護 268 43 16.0% 50 1.16 
看護⼩規模多機能型居宅介護 8 0  0.0% 0 0.00 
介護⽼⼈福祉施設 269 71 26.4% 112 1.58 
介護⽼⼈保健施設 84 8  9.5% 20 2.50 
介護療養型医療施設 3 2 66.6% 9 4.50 
就労移⾏⽀援事業所 

238 10  4.2% 11 障害 
11 1.10 就労継続⽀援 A 型事業所  

就労継続⽀援 B 型事業所 
地域包括⽀援センター 213 55 25.8% 69 相談 

76 
1.25 

保健所・保健センター 72 3  4.2% 7 2.33 
公共職業安定所 3 0  0.0% 0 

就労 
9 

0.00 
障害者職業センター 20 4 20.0% 5 1.25 
障害者就業・⽣活⽀援センター 19 3 15.8% 4 1.33 
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   【参考】 ⼈⼝ 10 万⼈対の状況 
      県内の満 18 歳以上の年齢階級別⼈⼝（2019 年 1 ⽉ 1 ⽇現在）を分⺟に算出した⼈⼝ 10

万⼈対の若年性認知症の⼈の数について⽰します。 
 

年齢区分 ⼈数 構成割合 ⼈⼝ 10 万⼈対 県内⼈⼝ 
現在 65 歳未満 590 59.1% 13.55 4,355,400 
現在 65 歳以上 404 40.4% 21.16 1,909,244 
無回答 5 0.5% −  

合計 999 100.0% 15.95 6,264,644 
 

性別 ⼈数 構成割合 ⼈⼝ 10 万⼈対 県内⼈⼝ 
男性 508 50.9% 16.27 3,122,162 
⼥性 487 48.7% 15.50 3,142,482 
無回答 4 0.4% −  

合計 999 100.0% 15.95 6,264,644 
 

年齢階級 ⼈数 構成割合 ⼈⼝ 10 万⼈対 県内⼈⼝ 
18〜19 0 0.0% 0.00 141,980 
20〜24 1 0.1% 0.26 388,191 
25〜29 0 0.0% 0.00 387,659 
30〜34 0 0.0% 0.00 422,492 
35〜39 1 0.1% 0.21 472,523 
40〜44 6 0.6% 1.07 558,959 
45〜49 23 2.3% 3.70 622,086 
50〜54 66 6.6% 12.75 517,804 
55〜59 154 15.4% 35.79 430,252 
60〜64 339 33.9% 81.99 413,454 
65〜69 271 27.1% 52.86 512,643 
70〜74 107 10.7% 22.05 485,316 
75〜79 22 2.2% 5.31 414,585 
80〜 4 0.4% 0.81 496,700 

無回答 5 0.5% −  

合計 999 100.0% 15.95 6,264,644 

 
                     （出典）埼⽟県町(丁)字別⼈⼝調査（2019 年 1 ⽉ 1 ⽇現在）より 
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Ⅲ  二次調査                                                                           

  1  目的                                                                               

⼀次調査によって把握できた若年性認知症の⼈の、利⽤事業所の担当者および本⼈・家族を対象と
する⼆次調査によって、若年性認知症の⽣活実態等を明らかにしました。 

 

  2  方法                                                                                 

     2.1  対象 
⼀次調査において若年性認知症の⼈の受診がある・サービス利⽤があると回答した 460 事業所※の

担当者および同調査によって把握された若年性認知症 985 ⼈※の本⼈または家族を対象としました。 
※ ⼀次調査において、⼆次調査対象ありと回答のあった 471 事業所（999 ⼈）から、⼊院・⼊所で所在

が把握できない、既に死亡している等の理由により⼆次調査の対象外の場合を除外した 460 事業所
（ー11 事業所）、985 ⼈（ー14 ⼈） 

     2.2  ⽅法 
調査対象の事業所宛てに、以下の⼿順で⼆次調査票（担当者票および本⼈・家族票）を郵送

配布し、記⼊・返送を依頼しました。 
➀事業所宛に対象者ごとにパッケージした担当者票と本⼈・家族票を郵送 
②それぞれの配布⽅法や回答⽅法について詳細な説明⽂書を添付 
③担当者票のパッケージ内容物：依頼状、返送⼿順説明、調査票、返信⽤封筒 
➃本⼈・家族票のパッケージ内容物：依頼状、返送⼿順説明、調査票、返信⽤封筒 

担当者票は、事業所担当者が、対象者ごとに回答の上、県に返送を依頼しました。また、本⼈・家
族票は事業所から⼿渡し等で配布、本⼈等が回答の上、県に返送を依頼しました。 

     2.3  調査項⽬ 
        担当者票および本⼈・家族票の調査項⽬は以下のとおりです。 
      ［担当者票］ 
        ➀疾病の状況 
            ➡ 認知症の診断、認知症以外の治療中の疾病、本⼈以外（家族）の認知症診断 
        ②就労・⽣活の状況 
            ➡ 本⼈の職業、認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度、⽇常⽣活動作（ADL）、BPSD 
              （認知症⾏動・⼼理症状） 
        ③医療・介護の状況 
            ➡ 要介護認定、精神障害者保健福祉⼿帳、⾝体障害者⼿帳 
        ➃若年性認知症への対応や⽀援 
            ➡ ⽀援する上で苦労・配慮したこと、必要と感じる⽀援制度・⽅法、意⾒・要望 
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      ［本⼈・家族票］ 
        ➀記⼊者の続柄  
        ②基本情報 
            ➡ 本⼈の性別・⽣年⽉⽇、居住場所、同居者の有無 
        ③認知症に関すること 
            ➡ 認知症に気づいた時期、最初に気づいた⼈、最初の受診時期、受診した診療科、受診し

た医療機関の所在地（県外の場合の不便）、認知症の診断時期、診断されるまでに受診
した医療機関数、診断名、認知症以外の治療中の疾患 

        ➃精神障害者保健福祉⼿帳・障害者サービスの利⽤ 
            ➡ 精神障害者保健福祉⼿帳の取得申請、申請していない場合の理由、障害等級、利⽤し

ているサービス 
        ⑤介護保険の申請・利⽤ 
            ➡ 介護保険の申請、申請していない場合の理由、要介護度、利⽤しているサービス 
        ⑥仕事の状況 
            ➡ 発症時の就業、勤務形態、勤務地、発症時の職場の対応や配慮、現在の就業状況、 

（発症時に仕事に就いていなかった場合）発症時にしていたこと 
        ⑦現在の暮らし 
            ➡ ⾃動⾞運転、世帯の主な収⼊、世帯の収⼊状況の変化、住宅等のローンの有無、現在の

家計状況、養育を要する⼦供の有無 
        ⑧若年性認知症の対応や⽀援 
            ➡ ⼀番⼤変なこと・困っていること、活⽤した⽀援制度で役⽴ったもの、今後できたらよい⽀援

制度、⾏政に求めること、意⾒・要望 

     2.4  調査期間 
        2019 年 9 ⽉下旬 〜 12 ⽉ 20 ⽇ 

     2.5  有効回答率と集計対象票の選定 
        調査対象 985 票のうち、担当者票は 473 票を回収、全票が有効回答で、有効回答率は 48.0%で

した。本⼈・家族票は 243 票を回収、うち 10 票が無効回答、232 票が有効回答で、有効回答率は
23.6%でした。 

      ▶ ⼆次調査回答状況 
       ［担当者票］       有効回答 473 票   回答率 48.0% 
       ［本⼈・家族票］    有効回答 232 票※  回答率 23.6%   
                                         ※実質的に回答がなかった 11 票を除く 
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        ⼆次調査の集計は、担当者票については、本⼈・家族からの同意の観点から、本⼈・家族票と担当
者票の両票が揃っている 210 票をまず選定し、うち、本⼈の性別および⽣年⽉⽇から同⼀の対象者に
ついての重複回答（重複票）と考えられる 1 票を除いた 209 票で⾏いました。また、本⼈・家族票につ
いては、232 票（担当者票が揃っている 210 票＋本⼈・家族票のみの 22 票）から、前述の重複票 1
票を除いた 231 票で⾏いました。 

 
      ▶ 両票の回答を以下の 3 区分に分類の上、担当者票集計と本⼈・家族票集計の対象票を確定 
         ㋑担当者票と本⼈・家族票が揃っている場合：担当者票と本⼈・家族票集計で有効（210 票） 
         ㋺担当者票のみ（本⼈・家族票なし）の場合：集計から除外（263 票） 
         ㋩本⼈・家族票のみ（担当者票なし）の場合：本⼈・家族票の集計でのみ有効（22 票） 

      ▶ 重複票（担当者票では、同⼀⼈について別事業所から回答があった場合、本⼈・家族票では、同
⼀⼈が複数の回答をした場合）は、㋑で 1 票あり、それぞれ集計票から除外（209 票） 

      ▶ 担当者票の集計は 209 票、本⼈票の集計は 231 票で実施 

 担当者票 本⼈・家族票 回答票数 重複票処理 担当者票 
集計 

本⼈・家族票 
集計 

㋑ ○ ○ 210 ▲1  209 209 

㋺ ○ なし 263    

㋩ なし ○ 22   22 
   （集計票数） 209 231 
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  3  調査結果                                                                           

 ［ⅰ 担当者票］ 

回答対象となる若年性認知症の本⼈について、性別は、「男性」が 98 ⼈（46.9%）、「⼥性」が 105 ⼈
（50.2%）（無回答 6 ⼈(2.9%)）でした。 

年齢を 5 歳刻みの階級でみると、「65~69 歳」が 70 ⼈（33.5%）と最も多く、「60~64 歳」が 52 ⼈
（24.9%）、「70~74 歳」が 32 ⼈（15.3%）と続きました。 

図表 3.0  回答対象となる若年性認知症の本⼈の性別・年齢階級（n209） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3ⅰ.1  対象となる方の疾病の状況 

   3ⅰ.1.1  認知症の診断 

      認知症の診断は、「アルツハイマー型認知症」が 128 ⼈（61.2%）と 6 割を超え最も多く、次いで、「前
頭側頭型認知症」が 19 ⼈（9.1%）、「⾎管性認知症」が 18 ⼈（8.6%）、「レビー⼩体型認知症」が
14 ⼈（6.7%）と続きました。「その他」は、病型不詳の認知症、遺伝性びまん性⽩質脳症などの具体的
記載がありました。 

図表 3.1.1  認知症の診断（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 

アルツハイマー型
認知症

128
61.2%

⾎管性
認知症

18
8.6%

レビー⼩体型
認知症

14
6.7%

前頭側頭型
認知症

19
9.1%

頭部外傷後
後遺症

2
1.0%

アルコール
依存症

7
3.3%

感染症(脳炎)
1

0.5%

その他
14

6.7%

無回答
6

2.9%

男性
98

46.9%

⼥性
105

50.2%

無回答
6

2.9%

40歳未満
1

0.5%

40~44歳
1

0.5% 45~49歳
2

1.0%50~54歳
9

4.3%

55~59歳
22

10.5%

60~64歳
52

24.9%

65~69歳
70

33.5%

70~74歳
32

15.3%

75~79歳
11

5.3%

80~84歳
0

0.0%

無回答
9

4.3%
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   3ⅰ.1.2  認知症以外の治療中の病気 

      認知症以外の治療中の病気について、「ある」が 107 ⼈（51.2%）、「ない」が 89 ⼈（42.6%）、「わ
からない」が 10 ⼈（4.8%）でした。「ある」場合の具体的な病名は、⾼⾎圧症が 33 ⼈、糖尿病 24 ⼈、
てんかん 10 ⼈、うつ病 6 ⼈、便秘症 6 ⼈などでした。 

図表 3.1.2  認知症以外の治療中の病気（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3ⅰ.1.3  本人以外（家族）の認知症診断 

      本⼈以外（家族）の認知症診断について、「いる」が 15 ⼈（7.2%）、「いない」が 99 ⼈（47.4%）、
「わからない」が 91 ⼈（43.5%）でした。 

図表 3.1.3  本⼈以外（家族）の認知症診断（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ある
107

51.2%

ない
89

42.6%

わからない
10

4.8%

無回答
3

1.4%

いる
15

7.2%

いない
99

47.4%

わからない
91

43.5%

無回答
4

1.9%
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 3ⅰ.2  対象となる方の就労・生活の状況       

   3ⅰ.2.1  本人の職業（収入を伴う仕事） 

      本⼈の職業（収⼊を伴う仕事）について、（仕事に）就いている⽅は 12 ⼈（5.7%）、就いていない
⽅は 178 ⼈（85.2%）でした。 

      うち、現在満 65 歳未満の⼈では、就いている⽅は 9 ⼈（10.3%）、就いていない⽅は 69 ⼈（79.3%）
でした。 

図表 3.2.1  本⼈の職業（収⼊を伴う仕事）（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ①就いている場合 

        仕事に就いている 12 ⼈の内訳は、「障害者就労継続⽀援 A・B」が 4 ⼈（33.3%）、「いったん退
職し、別会社に再就職した」が 3 ⼈（25.0%）、「今まで通りの職場」「休職中」がともに 2 ⼈（16.7%）
でした。 

図表 3.2.1➀  「仕事に就いている場合」の内訳（n12） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

就いている
12

5.7%

就いていない
178

85.2%

わからない
6

2.9%

無回答
13

6.2%

2（16.7%）
0

3（25.0%）
2（16.7%）

0
0

4（33.3%）
1（8.3%）

0 2 4 6 8 10

今まで通りの職場
職場は同じだが配置転換などあり

いったん退職し、別会社に再就職した
休職中

⾃営業を継続
⾃営業を始めた

障害者就労継続⽀援A・B
詳細不明

（⼈） 

就いている
9

10.3%

就いていない
69

79.3%

わからない
4

4.6%

無回答
5

5.7%

うち、現在 65 歳未満の⼈（n87） 
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      ②就いていない場合 

        仕事に就いていない 178 ⼈の内訳は、「定年前に⾃⼰退職した」が 76 ⼈（42.7%）、「定年で退
職した」が 20 ⼈（11.2%）、「仕事に就いたことがない」が 14 ⼈（7.9%）でした。 

図表 3.2.1②  「仕事に就いていない場合」の内訳（n187） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3ⅰ.2.2  日常生活自立度 

⽇常⽣活⾃⽴度は、「⾃⽴度Ⅳ」が 58 ⼈（27.8%）と最も多く、次いで、「⾃⽴度Ⅲa」が 43 ⼈
（20.6%）、「⾃⽴度Ⅱb」「⾃⽴度Ⅳ」がともに 28 ⼈（13.4%）と続きました。 

図表 3.2.2  ⽇常⽣活⾃⽴度（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ
16

7.7% Ⅱa
13

6.2%

Ⅱb
28

13.4%

Ⅲa
43

20.6%

Ⅲb
14

6.7%

Ⅳ
58

27.8%

M
28

13.4%

分からな
い
7

3.3%

無回答
2

1.0%

20（11.2%）

76（42.7%）

9（5.1%）

14（7.9%）

10（5.6%）

49（27.5%）

0 20 40 60 80 100

定年で退職した

定年前に⾃⼰退職した

解雇された

仕事に就いたことがない

⾃営業を廃業

詳細不明

（⼈） 

ランク 判定基準 ⾒られる症状・⾏動の例 

Ⅰ 何らかの認知症を有するが、⽇常⽣活は
家庭内及び社会的にほぼ⾃⽴している。

 

Ⅱ 
⽇常⽣活に⽀障を来たすような症状・⾏
動や意思疎通の困難さが多少⾒られて
も、誰かが注意していれば⾃⽴できる。 

 

Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が⾒られる。 たびたび道に迷うとか、買い物や事務、⾦銭管
理など、それまでできたことにミスが⽬⽴つ等 

Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が⾒られる。 服薬管理ができない、電話の対応や訪問者と
の対応などひとりで留守番ができない等 

Ⅲ 
⽇常⽣活に⽀障を来たすような症状・⾏
動や意思疎通の困難さがときどき⾒られ、
介護を必要とする。 

 

Ⅲa ⽇中を中⼼として上記Ⅲの状態が⾒られ
る。 

着替え、⾷事、排便・排尿が上⼿にできない・
時間がかかる、やたらに物を⼝に⼊れる、物を拾
い集める、徘徊、失禁、⼤声・奇声を上げる、
⽕の不始末、不潔⾏為、性的異常⾏動等 

Ⅲb 夜間を中⼼として上記Ⅲの状態が⾒られ
る。 ランクⅢａに同じ 

Ⅳ 
⽇常⽣活に⽀障を来たすような症状・⾏
動や意思疎通の困難さが頻繁に⾒られ、
常に介護を必要とする。 

ランクⅢに同じ 

M 
著しい精神症状や問題⾏動あるいは重
篤な⾝体疾患が⾒られ、専⾨医療を必
要とする。 

せん妄、妄想、興奮、⾃傷・他害等の精神症
状や精神症状に起因する問題⾏動が継続する
状態等 
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   3ⅰ.2.3  日常生活動作（ADL） 

⽇常⽣活動作(ADL)について、歩⾏および⾷事では「⾃⽴」が 40%を超え、「⾒守り・促しがあればでき 
る」を合わせると 60%前後を占めていました。⼀⽅、排せつでは、「⾃⽴」が約 35%、⼊浴および着脱⾐では 
約 20%にとどまっていました。排泄・⼊浴・着脱⾐において、「全介助」がそれぞれ 40%前後となっていた点 
も特徴的な傾向でした。 

図表 3.2.3  ⽇常⽣活動作(ADL)（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3ⅰ.2.4  BPSD（認知症の行動・心理症状） 

BPSD(認知症の⾏動・⼼理症状)について、「ある」が 134 ⼈（64.1%）、「ない」が 69 ⼈（33.0%）
でした。 

「ある」とした 134 ⼈の具体的な内容(症状)（複数回答）をみると、「不安・焦燥」が 47 ⼈（35.1%）
と最も多く、続いて、「介護への抵抗」が 38 ⼈（28.4%）、「徘徊」が 37 ⼈（27.6%）の順でした。「その
他」では、易怒性、感情失禁などがみられました。 

図表 3.2.4  BPSD(認知症の⾏動・⼼理症状)（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.8%

41.6%

34.9%

18.2%

23.0%

12.9%

17.7%

8.1%

16.7%

17.2%

10.5%

17.7%

18.2%
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20.1%

25.8%
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36.4%

41.6%

37.3%

1.0%
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1.9%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歩⾏

⾷事

排泄

⼊浴

着脱⾐

⾃⽴ ⾒守り・促しがあればできる
⼀部介助 全介助
不明 無回答

ある
134

64.1%

ない
69

33.0%

無回答
6

2.9%
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 3ⅰ.3  対象となる方の医療・介護などの提供状況   

   3ⅰ.3.1  要介護認定 

要介護認定について、「要介護 5」が 46 ⼈（22.0%）、「要介護 2」が 34 ⼈（16.3%）、「要介護 4」
が 28 ⼈（13.4%）と続きました。“申請し、認定を受けた（要⽀援 1〜要介護度はわからない）”合計
は 171 ⼈（81.8％）でした。 

⼀⽅、「申請していない」は 23 ⼈（11.0％）で、うち現在満 65 歳未満の⽅は 16 ⼈でした。 

図表 3.3.1  要介護認定（申請・要介護度）（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請していない
23

11.0%
申請中

6
2.9%

申請したかどうか
わからない

7
3.3%要⽀援1

3
1.4% 要⽀援2

2
1.0%要介護1

24
11.5%

要介護2
34

16.3%
要介護3

27
12.9%

要介護4
28

13.4%

要介護5
46

22.0%

要介護度は
わからない

7
3.3%

無回答
2

1.0%

26（19.4%）

22（16.4%）

11（8.2%）

21（15.7%）

47（35.1%）

16（11.9%）

37（27.6%）

31（23.1%）

8（6.0%）

13（9.7%）

20（14.9%）

38（28.4%）

16（11.9%）

43（32.1%）

0 10 20 30 40 50

妄想

幻覚

せん妄

抑うつ

不安・焦燥

異⾷

徘徊

暴⾔・暴⼒

収集癖

多弁

多動

介護への抵抗

昼夜逆転

その他

（⼈） 

「ある」場合の具体的な内容（n134 複数回答） 
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   3ⅰ.3.2  精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者保健福祉⼿帳の取得について、「申請していない」が 97 ⼈（46.4%）と最も多く、次いで、
「申請したかどうかわからない」が 31 ⼈（14.8%）、「精神 1 級」が 28 ⼈（13.4％）と続きました。“⼿帳
を取得していた（1 級〜等級はわからない）“合計は 70 ⼈（33.5％）でした。 

図表 3.3.2  精神障害者保健福祉⼿帳（申請・等級）（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3ⅰ.3.3  身体障害者手帳 

⾝体障害者⼿帳の取得について、「申請していない」が 145（69.4%）と最も多く、次いで、「申請した
かどうかわからない」が 38 ⼈（18.2%）、「障害 1 級」が 11 ⼈（5.3％）と続きました。“⼿帳を取得して
いた（1 級〜等級はわからない）“合計は 19 ⼈（9.1％）でした。 

図表 3.3.3  ⾝体障害者⼿帳（申請・等級）（n209） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請していない
145

69.4%
申請中

3
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申請したかどうか
わからない

38
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障害1級
11
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障害2級
4
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障害3級
3

1.4%

等級はわからない
1

0.5%

無回答
4

1.9%

申請していない
97

46.4%

申請中
6

2.9%

申請したかどうか
わからない

31
14.8%

精神1級
28

13.4%

精神2級
25

12.0%

精神3級
4

1.9%

等級はわからない
13

6.2%

無回答
5

2.4%
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 3ⅰ.4  若年性認知症の方への対応や支援について 

※ 記述設問の回答は、本報告書への掲載にあたって、事業所・個⼈が特定されるような⽂⾔、また、誤解
等のおそれのある⽂⾔については、修正・削除等を⾏っている点ご容赦下さい。 

   3ⅰ.4.1  ご本人を支援する上で苦労されたこと、配慮されたこと 

ご本⼈を⽀援する上での苦労や配慮について、157 件の記述回答がありました。具体的には、「BPSD
への対応」、「サービス・情報」、「家族⽀援・対応」、「コミュニケーション」に関する記述が多くありました。以
下では、それぞれの主な回答を掲載します。 

※番号は巻末 68 ページの全回答⼀覧に対応しています。 
※回答末尾の（  ）は、4 ページの事業所分類①〜⑤に対応しています。（「コーディネーター」は、若年性認

知症⽀援コーディネーターを指します。(以降全てに共通)） 

図表 3.4.1  苦労されたこと、配慮されたこと 
【BPSD への対応】 

2 
発症した当初は本⼈に体⼒がありショートステイなど利⽤していたが、職員に暴⼒が出てしまうなど迷惑がら
れて続けることが出来なかった。その後デイサービスを利⽤したが、⼩⼈数だったので職員の⽬が⾏き届き、
⾮常に良くして頂いた。（妻より聴取）（医療） 

8 

突発的に⼤声、妄想、暴⾔など不穏となり、周囲がびっくりしてしまう事が多く、その都度、声かけや散歩
に⾏くなどで対応していますが、精神薬の調整も副作⽤もありコントロール難しい。声かけ、傾聴、興味ある
事のお話、レクリエーションなどを⼼がけていますが、業務の中で対応する時間がつくれない（少ない）スタ
ッフのジレンマもあります。（医療） 

33 
当院初診の前には、暴⼒⾏為、放尿放便などの不潔⾏為が出現し、主介護者の妻、施設職員は、それ
らの対応に苦慮したという。現在は脱抑制による徘徊、他患への⼲渉、盗⾷⾏があり、常時、個⼈対応が
必要となっている。（医療） 

34 
⼊浴や排泄時の介護抵抗で暴⼒⾏為が著しく、本⼈の安全を保ちつつ、清潔保持するために、複数名で
の対応や、時間を要した。（医療） 

69 

毎⽉訪問しているが、ケアマネの事はわからず、気分により穏やかに対応してくれる時もあるが、攻撃的にな
る事もある為、その時により対応している。介護者である夫と話していても、話に⼊ってくるので、よく話せな
い時もある。訪問する⽇時を本⼈の⽣活時間に合わせて調整している。前夜寝ないでいて⽇により昼まで
寝ている事もある為。（介護） 

【サービス・情報】 

4 
若年性認知症の⽅に特化した施設やサービスがないため、利⽤につながりにくく、結果、家族内でかかえて
しまう。進⾏してから⼊所や⼊院となるケースが多いです。（医療） 

10 
若年性の場合、認知機能低下の進⾏が早いため、早急な薬物療法に加え、⼗分な社会資源が導⼊で
きるよう配慮している。（医療） 

21 
ご本⼈が⽇中すごす場所がないこと。通常のデイサービスでは、サービスの内容や他のメンバーとマッチしない。
仕⽅がなく他院の精神障害のデイケアを現在週１回利⽤させていただいている。（医療） 

57 
介護保険を取得しても利⽤できるサービスが居住域にない。県モデル事業者に包括より打診したが、当
時、モデル事業後の受⼊新規はないとのこと。包括・障害部署(⽣活⽀援センター・市役所・B 型/A 型事
業所)・ハローワーク・病院・保健所(難病)・オレンジカフェなど連携したがイニシアチブをどこがとるのか不明な
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ままだった(介護サービスの利⽤のない居宅と包括がインフォーマルで⽣活⽀援センターと対応を模索した)。
（介護） 

80 
⾼齢者の施設を利⽤することしかできず、症状の程度によって、違和感を強く訴え、利⽤につながらない⽅
がいる。（介護） 

【家族⽀援・対応】 

5 
⽇々、世話をしているのはご主⼈なので、ご主⼈との関係やご主⼈へのサポートについては、どうしたらよいか
考えていました。（医療） 

18 家⼈に、疾病の説明と理解を促すこと。制度についての説明。（医療） 

53 
家族へ⽀援の為の情報提供〜家族はあまり積極的に何かしたいという気持ちがなく、もっと本⼈にとって
良い⽀援ができたらと思ったが、家族の負担軽減になりがちな⽀援である。（介護） 

96 
否定せず対応するようにしている（⾏動などに）。家族の思いも聞き取りながら、プランを考えていくが、ご
本⼈の気持ち、状況とのズレが⽣じている場合の調整などは、やや⼤変（精神的に）。（介護） 

142 
61 歳と若いこともあり、同居のご主⼈が全て家事を⾏っている状況で、訪問時、介護サービスの情報や市
役所の SOS 情報登録の情報を提供するが、プライドが⾼く、受けられない様⼦あり。デイを 1 週間の内半
数とヘルパーを利⽤しているが、環境が難しい。（相談） 

【コミュニケーション】 

9 
発語もなく開眼のみにて意思疎通困難、四肢の拘縮もあり⾃⼒体動もできす、お声かけしながらケアをして
いますが、痰の絡みもあり⼝腔ケアが必要であり、本⼈は吸引が苦痛である事を私達に伝えられず、⾟いと
思っているかも知れない事などを表情から感じ取ってあげる必要性を強く感じます。（医療） 

11 
本⼈の⾃尊⼼を傷つけないよう認知機能を評価するのが難しい。⾼齢者の場合は問いに答えられなくても
「もう年だから」と⾃ら⾔って気に留めないケースが多いが、若年がゆえに気分を害してしまう。（医療） 

24 
診察時、易怒性興奮はみられたことはないので、主介護者（妻）のまのあたりにする苦労が⾒えなく、想
像でしかない上でお話しを伺うことが、本当に寄り添えているか、不安になることがあります。（医療） 

38 
ご本⼈がお若いと、ご家族も若い⽅が多いため、お仕事等で不在になることが多く、信頼関係の構築には
時間がかかった。⾃分たちだけ、⾃分の⺟だけどうして、という思いを汲んで関わった。（介護） 

48 

認知症の症状が進み、コミュニケーション能⼒、⽇常⽣活⾏為においても徐々に低下が⾒られる。担当ケア
マネとしてどう声かけ⽀援の⽅向性を導き出していったらよいのか、⽇々悩んでいる。デイでは最近トイレでな
い所で排尿することも⾒られており、実際どんな時にそのような⾏動を起こすのか、環境や声かけのタイミング
など、デイを 3 か所利⽤しているので、情報を共有しながら起きた事実はしっかり伝え、その上で⽀援の⽅
向性を⼀緒に家族と考えるようにしているが、本当の事実を伝えるのがよいのか、伝え⽅をどうしたらよいの
か、デイ担当者が悩んでいる様⼦もある。当然、事実を伝えるのは⼤事だが、伝え⽅が⾮常に難しく、その
都度悩んでしまう。（介護） 

77 
ご本⼈とのコミュニケーションも難しく、サービス拒否や他者をたたいてしまう時期もあり、サービスを利⽤する場
合は、表情やその場所での様⼦、家族からの話しなどから状況ごとの対応を事業所と相談しておこなう必
要がありました。（介護） 

78 
⾃⼰表現がうまくできない状況があるため、ご家族を通して⽇頃の様⼦を伺い、本⼈の気持ち等を理解す
るようにしている。（介護） 

106 
前頭側頭型に加え、⾔語でのコミュニケーションがとれない⽅で、⾏動から本⼈の意思をつかむしかなく苦労
した。ケアスタッフも、その特殊(意味性認知症)性と、認知症の特徴(パターン化した⽣活)を学び、対応を
考える機会を持った。（介護） 
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114 
ご本⼈の常同⾏動を、どう実現する機会を作るか。⽣活の中に本⼈の常同⾏動を⽣かすプログラム(スケジ
ュール)をいかに作るかという点。（介護） 

148 
就労⽀援等にもつながらない⼈への⾏き場所がない。介護保険のサービス利⽤は抵抗があり、すすめたくな
いが他にかわる⽀援がなく、困っている(閉じこもりになる。相談場所がない)（相談） 

【その他】 

15 
軽度の認知症状の為、⽣活する上で⼤きな介護は要さないが、何かを事前に準備する事や約束の時間
を忘れてしまう事等がある為、そういった⾯の⽀援として配慮しています。具体的に髭剃りは出来るが充電
が出来ない。作業に⾏く⽇が理解できない。（医療） 

63 
できなくなっていく⾃分を知る中で、精神的に落ち込むことがある。デイサービス(通所している)では、本⼈の
やりたいこと、元気になることを担当者会議で検討し、そのことをプログラムに加えてもらい、⾃分に⾃信をつ
けてもらえるようにしている。（介護） 

111 
認知症により障害を受けて低下した機能とそれ以外のまだ⾼度に保たれている機能や⾝体的能⼒のアン
バランスさをご本⼈が感じる事が有り、それに対していかに⾃尊⼼を傷つけない様にフォローするかが、スタッフ
の課題でした。また、進⾏速度が速く、対応に迅速性を感じました。（介護） 
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   ３ⅰ.4.2  ご本人・ご家族を支援する上で、必要と感じる支援制度・方法など  

⽀援をする上で必要と感じる⽀援制度・⽅法について、109 件の記述回答がありました。具体的には、
「若年性認知症専⽤・専⾨サービス」、「事業所スタッフ等のレベルアップ・研修」、「家族等への情報提供・
啓発」、「経済的な⽀援」に関する記述が多くありました。以下では、それぞれの主な回答を掲載します。
（全回答⼀覧は巻末 72 ページ） 

図表 3.4.2  必要と感じる⽀援制度・⽅法など 

【若年性認知症専⽤・専⾨サービス】 

17 
ケアマネジャー以外にも専⾨知識を持つケアパートナー的な役割を持つ⽅が定期的にご⾃宅に訪問し、他機
関との連携、ご家族の介護負担軽減につながる⽅法。若年性認知症の進⾏状態にそった介護サービス。
（医療） 

30 
デイサービスなどで何か簡単な作業など、就労感が味わえるものがあると社会からの離脱感を最⼩限にとど
めることができるのではないか。（介護） 

41 
若年性の⽅を専⾨的に対応していただけるデイサービス等が必要と思いました。同性介護を徹底してほしい
と思いました。(特に⼥性の場合)（介護） 

45 

介護保険、障害福祉サービス、どちらもあてはまらないので、若年性の⽅独⾃のサービスがあれば助かりま
す。カフェ、サロンなど外に出る社会資源に参加したくても、外に出ることに拒否のある⽅に対しての⽀援が
欲しいと思います。例えば、サロンへの同⾏、ペットとの散歩同⾏サービス、⾃宅でのお茶のみ、⼀緒に過ご
すだけのサービス（介護） 

53 
現状の介護保険サービスでの通所系サービスは、ご本⼈から⾒ると⾼齢の⽅が多く、年齢のギャップがあり、
利⽤を拒む傾向がある。若年の⽅の利⽤出来る場があるとよいのではないでしょうか。（介護） 

57 
若い利⽤者が集まる利⽤所。障害者の就労 B や A のような介護保険サービス。または、介護保険サービ
スと障害者サービスの両⽅がスムーズに使える制度。（介護） 

65 
家族の介護負担を減らす為には、通所利⽤やショート利⽤しかないが、介護保険制度の通所は⾼齢者対
象の為、若い⽅の利⽤には向かない。若い⼈達が通える様な通所施設、若年性認知症の⽅が通える通
所施設が近くにあるとよい。（介護） 

68 
若い⽅なので、⾼齢者というよりは、⼀般の中にまじって作業等が⾏えるところがあるとよい。なじみの場所
（⼩規模多機能のような）で現役で働く。家族が使いやすい施設、制度。（介護） 

86 
就労型デイサービス等、社会参加の資源の充実→家族も仕事や学業に集中することができる→経済的な
助成も強化されると QOL をキープできる（介護） 

109 移動⽀援があれば、居場所への移動が可能になり、選択肢を広げることができる。（コーディネーター） 

【事業所スタッフ等のレベルアップ・研修】 

2 
デイサービスやショートステイの職員に対して、若年性認知症の患者への対応⽅法を伝える研修などを頻回
に⾏い、理解を深めた上で対応してほしい。（医療） 

18 
認知症の中でも前頭側頭型認知症の場合、集団での⽣活にて介護⼒が必要で、かつ介護スタッフの数も
必要。⼈員の増員、介護スタッフへの給与⾯での満⾜度を上げる必要があり、併せて介護スタッフの教育
が必要です。（医療） 

32 
若年性認知症について起こる現実を予測しながら、他職種や他機関も含め、情報を共有しながら、今後
の⽀援について考えていくことは⼤事だが、医師にもオレンジカフェやサロンに参加するなど、もっと専⾨職も
⼀緒に配置して（若年性認知症コーディネーター、社会福祉⼠など）話ができるとよりよい家族⽀援につな
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がると思う。（1 対 1 で話すのは精神的負担の軽減につながっても、現実的な本当に必要な⽀援につな
がるまでに時間がかかる）（介護） 

98 
傾聴ボランティア、外出⽀援。隔週⼜は 1 ヶ⽉に 1 度程のペースで同じ⼈が来てくれると助かります。傾聴
ボランティアの⽅が半年に 1 度来てくれますが、緊張して逆に疲れてしまうことがあるためです（介護） 

【家族等への情報提供・啓発】 

1 どこに、誰に相談したら良いかをすぐに調べられるよう HP などの充実。（医療） 
11 認知症を理解できるセミナーやどこへ相談して良いのか分からない家族への医療機関等の説明。（医療）

25 
周囲の理解。若いから認知症のはずがない、という認識のため、徘徊等を精神異常ととらえられたりして悲
しかったと聞きました。（介護） 

39 
地域の活動の場・就労の場(理解ある職場やサポート体制の強化)。コーディネーターの⽅が各地域でのサポ
ートができるよう体制強化。コーディネーターの認知度向上・啓蒙（介護） 

44 
ご家族への精神的なフォロー⽀援ができる場所が増える事、若年性の⽅が利⽤できる施設、サービスも検
討を希望します。（介護） 

61 
⽀援制度が知られていない。⾃⽴⽀援医療等使えるが、使⽤できている⼈は限られていると思う。また家
族の介護負担が⼤きいので、負担軽減策を考えてほしい。（介護） 

63 
ご家族より、“診断をうけ、どうしていいかわからなかった。家族会などあるといいな”といわれました。「⼊り⼝」
になるような窓⼝があると良いと思いました。（介護） 

80 
若年性のご家族はご本⼈が若いため、もっと若く現実として理解がなかなか困難なため、その知識を得られ
る機会が必要と考えます。（介護） 

83 
周りと年代が合わず、少し浮いた様に感じさせてしまう傾向がみられた為、若年性認知症に特化した施設
作り。ご本⼈やご家族が認知症について正しい理解や、認知症になったら何もかも⼤変になってしまう等の
社会の変な⾵潮に惑わされない情報収集の場所作り（介護） 

107 
若年性アルツハイマーと診断され当センターに登録するまでに、家族はどこへ相談に⾏けばよいのか、どこでど
のような⼿続きを取ればよいのか分かりづらかった様だ。あらゆる相談に対応できるワンストップ相談⽀援体
制ができればよいと感じた。（就労） 

【経済的な⽀援】 

8 
発症し失業したら保障があると思うが、若年での発症だと先が⻑く⾒えない。本⼈もだが、家族にも⻑期
間の⽀援が必要と思う。（医療） 

37 
特養⼊所も検討始めているが、費⽤⾯で、本⼈が⼊所したら、夫の⽣活費が⼤変苦しくなる。費⽤⾯で
の助成が、もっと⼿厚ければと思う。（介護） 

71 
住宅ローンなどかかえているご夫婦もあり、重度障害によってはその減免制度もあると良いのでは。経済⾯の
きびしさがある。（介護） 

84 

⾦銭⾯で苦労しておられました。⼊居後、⽀援制度を調べて精神科の受診には⾃⽴⽀援医療受給者証
の申請のお⼿伝いや重度⼼⾝障害者医療費受給証をもとに領収証をもって役所に申請するお⼿伝い等
もしました。ご主⼈が働いておられますが、定年も近く、ご⾃分の⽣活も(今後の)考えなければならず、障害
者年⾦等の事も合わせてお伝えしましたが、ご家族を⾦銭的に⽀える制度がもっと必要だと思います。（介
護） 

102 

若年性認知症を受け⼊れた施設は加算があるが、利⽤者、介護者、家族には⽀援がほとんどない。例：
若年性認知症の⽅が排尿が上⼿くできず、リハパン、パットが必要なのに、65 才以下だからと⾃費になって
しまう。⾼齢認知症にはあるが、若年性認知症にはない。⽀援が少ない。本⼈や家族が交流できる居場
所がない。適切な専⾨医のアクセスと継続⽀援。ネットワークの数が少ない。（相談） 
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   3ⅰ.4.３  その他のご意見・ご要望 
他のご意⾒・ご要望について、44 件の記述回答がありました。 
以下では、主な回答を掲載します。（全回答⼀覧は巻末 75 ページ） 

図表 3.4.3  ご意⾒・ご要望 

1 
認知症という病気への理解や対応、これからの⼼構えなど、地域全体で学んで⾏けるような社会づくりがあ
れば良いと思う。（医療） 

9 独居の若い⽅の認知症は、どこ迄本⼈の意向に添うべきか、常に迷っています。（介護） 

10 
若年性認知症であるが故に、病気をうけ⼊れにくく、つらい思いを抱えている。その⽅にどう⽀援していくとい
いのか。難しく思っています。（介護） 

17 
ヤングケアラーに対する奨学⾦制度や、悩み相談できるような居場所作りが必要だと思います。家族単位
で考えられない事態が次々とやってくるので、役所等に気軽に相談できるとありがたいです。（介護） 

19 
地域によって、サービス種類が偏っている。利⽤する側、⽀援する側、両⽅が充実してないと、うまく回らない
と思う。（介護） 

21 
認知症の研修は年に何度かいくのですが、若年性認知症やその現状、の研修が少ないと思います。本
⼈、家族の気持ちなど、⾼齢の⽅とは違った視点など学びたいです。（介護） 

22 
本⼈、家族共に不安であり、当事者の会に参加頂き、⾃分 1 ⼈ではないということを知ってもらうことによ
り、前向きに、その⼈らしく⽣きて⾏ける様に⽀援することの⼤事さを感じた。（介護） 

24 
徘徊に対する⽀援策が少ないと思う。家族の負担はかなり⼤きい。施設も職員の対応ができず（つきっき
りになれず）困難とことわられるケースもある。ケアマネとしては、介護利⽤がなければ対応（プラン料発⽣
しない）困難ケースもある。⾮常に難しいところです。（介護） 

25 
⽣保である為、福祉事務所へ報告、相談はできているが、症状が進⾏（例えば、徘徊や暴⾏など）して
しまった場合に、ケアマネがどこまで介⼊、⽀援したらいいか不安。（介護） 

28 
初期から⼀貫して相談していく、プランナーがいれば、本⼈の負担が軽減できるのではと思う。(変化、症状
によって⽀援者や制度など全てがかわり、本⼈の混乱を招いている)（介護） 

32 
若年性認知症の⽅は症状の進⾏がわりと早く感じますが、何年経っても社会とつながり、誰かのためにと頑
張れている当事者の⽅もまた多く居ます。当事者の⽅の声がしっかり届く、拾い集めることが出来る様な仕
掛けをどんどん作って欲しいです。（介護） 

34 
若年性認知症の⽅が⾝内にいない介護スタッフにとって、ご本⼈、ご家族の気持ちに共感する事は、完全
には出来ないかもしれません。介護スタッフも諦めず、1 ⽇でも⻑くご本⼈の出来る事を維持し、ご本⼈もご
家族もスタッフも明るく楽しい気持ちで⽇々過ごせるよう願っています。（介護） 

39 
主として⾼齢者を対象としている事業所を若年の⽅に利⽤して頂くのは、認知症の有無にかかわらず困難
を伴います。2 号被保険者には 1 号とは別の対応が必要と考えます。（介護） 

40 若年性認知症の⽅の家族の集いが主流になり、家族に響く町つくりができたらいいと思う。（相談） 

41 

若年性認知症は、⾼齢者の認知症に⽐べ絶対数が少ないので、専⾨サービスや⽀援が少ないので増やし
てほしい。職員が若年性認知症に関する知識、ノウハウがないので、研修を増やしてほしい。病院との連携
ができないので苦労している。⽀援に関して相談できる場所がない。家族様や主介護者様の研修などがあ
れば助かる。（相談） 

44 若年性認知症の⽅が活躍できる場所をたくさん作っていきたい。ほしいと思っています。（相談） 
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 ［ⅱ 本人・家族票］ 

本⼈・家族票は前述の通り、231 票で集計を⾏いました。記⼊者の内訳は、本⼈によるものが 32 票
（13.9%）、配偶者が 134 票（58.0%）、⼦⼜は⼦の配偶者が 22 票（9.5%）、兄弟姉妹が 18 票
（7.8%）、親が 6 票（2.6%）でした。以下、集計結果を整理します。 

図表 4.1.0  本⼈・家族票の記⼊者の属性（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ⅱ.1  ご本人について 

   3ⅱ.1.1  性別・年齢 

      性別は、「男性」が 111 ⼈（48.1%）、「⼥性」が 119 ⼈（51.5%）（無回答 1 ⼈(0.4%)）でした。 
年齢を 5 歳刻みの階級でみると、「65~69 歳」が 73 ⼈（31.6%）と最も多く、「60~64 歳」が 56 ⼈

（24.2%）、「70~74 歳」が 31 ⼈（31.4%）、「55~59 歳」が 30 ⼈（13.0%）と続きました。調査⽇
現在で満 65 歳未満の⽅が 101 ⼈（43.7%）、同満 65 歳以上の若年発症の⽅が 115 ⼈（49.8%）
（無回答 15 ⼈(6.5%)）でした。 

図表 4.1.1  性別・年齢階級（n231） 
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   ３ⅱ.1.2  現在の居住場所 

現在の居住場所について、「在宅」が 140 ⼈（60.6%）と 6 割を超え最も多く、次いで、「施設に⼊所
中」が 61 ⼈（26.4%）、「病院に⼊院中」が 26 ⼈（11.3%）の順となりました。 

図表 4.1.2  現在の居住場所（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.1.３  在宅の場合の同居者 

在宅の 140 ⼈について、まず、同居者の有無をみると、 「いない（⼀⼈暮らし）」が 14 ⼈（10.0%）、
「同居している⼈がいる」が 124 ⼈（88.6%）でした。 

「同居している⼈がいる」とした 124 ⼈について、具体的な同居者は、「配偶者」が 116 ⼈（93.5%）と
最も多く、「⼦供」が 55 ⼈（44.4%）、「親」が 11 ⼈（8.9%）と続きました。 

図表 4.1.3  同居者の有無と同居者内訳（n140） 
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（⼈）
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 3ⅱ.2  認知症について 

   3ⅱ.2.1  認知症に気づいた年齢 

認知症に気づいた年齢は、「55~59 歳」が 76 ⼈（32.9%）と最も多く、次いで、「60~64 歳」が 63 ⼈
（27.3%）、「50~54 歳」が 30 ⼈（13.0%）の順となりました。 

図表 4.2.1  認知症に気づいた年齢（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.2.2  最初に気づいた人 

最初に（認知症に）気づいた⼈は、「配偶者」が 113 ⼈（48.9%）と最も多く、次いで、「⼦」が 59
⼈（25.5%）、「職場の仲間・上司」が 34 ⼈（14.7%）の順でした。 

図表 4.2.2  最初に気づいた⼈（n231 複数回答） 
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   3ⅱ.2.3  最初に受診した時期 （気づきから初回受診までの期間） 

気づきの時期（年⽉）および最初に受診した時期の回答があった 139 ⼈について、気付きから初回受
診までの期間をみると、「1 か⽉未満」が 67 ⼈（48.2%）と最も多く、次いで、「1~3 か⽉未満」が 20 ⼈
（14.4%）、「1~2 年未満」が 19 ⼈（13.7%）の順でした。 

図表 4.2.3  気づきから初回受診までの期間（n139 有効回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.2.4  最初に受診した医療機関（診療科）等 

最初に受診した医療機関の診療科は、「精神科」が 55 ⼈（23.8%）と最も多く、次いで、「脳神経内
科」が 48 ⼈（20.8%）、「脳神経外科」が 35 ⼈（15.2%）、「⼀般内科」が 25 ⼈（10.8%）の順とな
りました。 

医療機関の所在地（県内／県外）は、「埼⽟県内」が186⼈（80.5%）、「県外」が38⼈（16.5%）
でした。 

図表 4.2.4  最初に受診した医療機関（診療科）等（n231） 
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   3ⅱ.2.5  現在受診している医療機関の所在地等 

現在受診している医療機関の所在地（県内／県外）は、「埼⽟県内」が 217 ⼈（93.9%）、「県外」
が 11 ⼈（4.8%）で、ほとんどが県内の医療機関を受診していました。 

「県外」の 11 ⼈について、不便の有無をみると、「ある」が 4 ⼈（36.4%）、「ない」が 6 ⼈（54.5%）
でした。 

図表 4.2.5  現在受診している医療機関の所在地等（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.2.6  認知症の診断時期（初回受診から診断までの期間） 

初回受診の時期（年⽉）と認知症の診断時期の回答のあった 149 ⼈について、初回受診から診断
までの期間をみると、「1 か⽉未満」が 83 ⼈（55.7%）と最も多く、「1~3 か⽉未満」が 32 ⼈（21.5%）、
「3~6 か⽉未満」が 14 ⼈（9.4%）となりました。 

図表 4.2.6  初回受診から診断までの期間（n149） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼⽟県内
217

93.9%

県外
11

4.8%

無回答
3

1.3%

ある
4

36.4%

ない
6

54.5%

無回答
1

9.1%

1か⽉未満
83

55.7%
1~3か⽉未満

32
21.5%

3~6か⽉未満
14

9.4%

6か⽉~1年未満
7

4.7%

1〜2年未満
5

3.4%

2年以上
8

5.4%

県外の場合の不便有無（n11） 
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   ３ⅱ.2.7  診断されるまでに受診した医療機関数 

続いて、診断されるまでに受診した医療機関数では、「1 か所」が 102 ⼈（44.2%）と最も多く、次い
で、「2 か所」が 75 ⼈（32.5%）、「3 か所」が 25 ⼈（10.8%）となりました。3 か所までで全体の約 9 割
を占めていました。 

図表 4.2.7  診断されるまでに受診した医療機関数（n149） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.2.8  認知症の診断名（病名） 

認知症の診断名（病名）は、「アルツハイマー病（アルツハイマー型認知症）」が 137 ⼈（59.3%）と
約 6 割で最も多く、次いで、「前頭側頭型認知症（ピック病など）」が 29 ⼈（12.6%）、「⾎管性認知
症（慢性硬膜下⾎種、脳梗塞など）」が 19 ⼈（8.2%）でした。 

その他の内訳は、「アルコール性認知症」、「MCI（軽度認知障害）」、「病型不明」などがありました。 

図表 4.2.8  認知症の診断名（病名）（n231） 
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44.2%

2か所
75

32.5%

3か所
25

10.8%

4か所
3

1.3%

5か所以上
6

2.6%

無回答
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8.7%

アルツハイマー病
(アルツハイマー型

認知症)
137

59.3%⾎管性認知症(慢性硬膜
下⾎腫、脳梗塞など)

19
8.2%

レビー⼩体型認知症
(レビー⼩体病)

15
6.5%

前頭側頭型
認知症(ピック

病など)
29

12.6%

その他
17

7.4%

わからない
9

3.9%

無回答
5

2.2%
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   3ⅱ.2.9  認知症以外の治療中の疾患 

認知症以外の治療中の疾患について、「ある」が 108 ⼈（46.8%）、「ない」が 120 ⼈（51.9%）でし
た。 

「ある」とした 120 ⼈について、具体的な病名（複数回答）は、多い順に「⾼⾎圧症」23 ⼈、「糖尿病」
16 ⼈、「てんかん」5 ⼈、「前⽴腺肥⼤症」4 ⼈、「パーキンソン病」3 ⼈などがありました。 

図表 4.2.9  認知症以外の治療中の疾患（n231） 
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 3ⅱ.3  精神障害者保健福祉手帳・障害者サービスの利用の状況について 

   3ⅱ.3.1  精神障害者保健福祉手帳の取得申請 

      精神障害者保健福祉⼿帳の取得申請について、「取得済み」が 117 ⼈（50.6%）と過半数で、「申
請していない」が 105 ⼈（45.5%）でした。 

図表 4.3.1  精神障害者保健福祉⼿帳の取得申請（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.3.2  「申請していない」場合の理由 

      「申請していない」とした 105 ⼈について、その理由をみると、「制度について知らない」が 64 ⼈（61.0%）
と最も多く、次いで、「必要を感じない」が 23 ⼈（21.9%）、「利⽤したいサービスがない」、「家族がいるか
ら⼤丈夫」がともに 3 ⼈（2.9%）でした。 

      その他の具体的な内容は、「⾝体障害者福祉⼿帳を取得・申請」、「あてはまらないと診断された」、
「申請が⼤変そう」などがありました。 

図表 4.3.2  申請していない場合の理由（n105 複数回答） 
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（61.0%）

0（0.0%）

2（1.9%）

3（2.9%）

23（21.9%）

3（2.9%）

19（18.1%）

0 20 40 60

制度について知らない

家族や親族が反対

周囲の⽬が気になる

利⽤したいサービスがない

必要を感じない

家族がいるから⼤丈夫

その他

（⼈） 

申請していない
105

45.5%

申請中
2

0.9%

申請したかどうか
わからない

6
2.6%

取得済み
117

50.6%

無回答
1

0.4%
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   3ⅱ.3.3  「取得済み」の場合の障害等級 

      ⼿帳を「取得済み」とした 117 ⼈について、障害等級は、「1 級」が 51 ⼈（43.6%）、「2 級」が 50 ⼈
（42.7%）とほぼ同数、「3 級」は 13 ⼈（11.1%）でした。 

図表 4.3.3  障害等級（n117） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.3.4  「取得済み」の場合の利用サービス 

      同じく、「取得済み」とした 117 ⼈について、これまでに利⽤したサービスをみると、「税の控除・減免」が
62 ⼈（53.0%）と最も多く、次いで「重度⼼⾝障害者医療費助成」が 40 ⼈（34.2%）、「NHK 受信
料の減免」が 28 ⼈（23.9%）となりました。 

      「利⽤していない」は 18 ⼈（15.4%）で、その理由（4 件）は施設⼊所のためなどでした。 

図表 4.3.3  利⽤サービス（n117 複数回答） 
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2級
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40（34.2%）

1（0.9%）
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18（15.4%）

0 20 40 60
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障害者就労継続⽀援A

障害者就労継続⽀援B

就労移⾏⽀援
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重度⼼⾝障害者医療費助成

県営住宅⼊居の優遇

その他

利⽤していない

（⼈） 
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 3ⅱ.4  介護保険の申請・利用の状況について 

   3ⅱ.4.1  介護保険の申請 

      介護保険の申請について、「認定済み」が 188 ⼈（81.4%）と 8 割を超え最も多く、「申請していない」
が 36 ⼈（15.6%）、「申請中」が 4 ⼈（1.7%）でした。 

図表 4.4.1  介護保険の申請（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.4.2  申請していない場合の理由 

      「申請していない」とした 36 ⼈について、その理由をみると、「必要を感じない」が 21 ⼈（58.3%）と最
も多く、「制度について知らない」、「家族がいるから⼤丈夫」がともに 4 ⼈（11.1%）でした。 

      その他の具体的な内容は、「障害福祉サービスを利⽤している」、「介護保険以外の施設⼊所のため」、
「市役所に相談中」などがありました。 

図表 4.4.2  申請していない場合の理由（n36 複数回答） 
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188

81.4%

無回答
1

0.4%

4（11.1%）

0

1（2.8%）

2（5.6%）

21（58.3%）
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0 10 20 30

制度について知らない

家族や親族が反対

周囲の⽬が気になる

利⽤したいサービスがない

必要を感じない

家族がいるから⼤丈夫

経済的負担が⼤きい

その他

（⼈） 
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   3ⅱ.4.3  取得済みの場合の要介護度 

      「認定済み」とした 188 ⼈について、要介護度は、「要介護 5」が 48 ⼈（25.5%）と最も多く、次いで、
「要介護 2」が 41 ⼈（21.8%）、「要介護 4」が 34 ⼈（18.1%）、「要介護 3」が 28 ⼈（14.9%）と
続きました。 

図表 4.4.3  要介護度（n188） 
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無回答
2
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   3ⅱ.4.4  取得済みの場合の利用サービス 

      同じく、「認定済み」とした 188 ⼈について、現在利⽤したサービスをみると、「通所介護(デイサービス)」が
93 ⼈（49.5%）と約 5 割で最も多く、次いで、「福祉⽤具貸与・購⼊」が 41 ⼈（21.8%）、「短期⼊
所⽣活介護」が 35 ⼈（18.6%）、「通所リハビリテーション(デイケア)」、「介護⽼⼈福祉施設」がともに 22
⼈（11.7%）の順でした。 

      「利⽤していない」は 23 ⼈（12.2%）で、その理由としては、医療機関⼊院中、サービスを検討中など
が挙げられていました。 

図表 4.4.4  利⽤サービス（n188 複数回答） 
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22（11.7%）

18（9.6%）

3（1.6%）

20（10.6%）

6（3.2%）

35（18.6%）

41（21.8%）
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福祉⽤具貸与・購⼊

住宅改修

夜間対応型訪問介護
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認知症グループホーム
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介護⽼⼈福祉施設

訪問診療(往診・⻭科診療等)

その他

利⽤していない

（⼈） 
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 3ⅱ.5  公的サービスの利用状況 

現在利⽤している公的サービスをみると、「⾃⽴⽀援医療」が 77 ⼈（33.3%）と最も多く、以下、「⾝体
障害者⼿帳」が 60 ⼈（26.0%）、「障害年⾦」、「利⽤していない」がともに 55 ⼈（23.8%）の順でした。 

図表 4.5  公的サービスの利⽤状況（n231 複数回答） 
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55（23.8%）
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（33.3％）
15（6.5%）
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4（1.7%）
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55（23.8％）

0 20 40 60 80

⾝体障害者⼿帳

障害年⾦

⾃⽴⽀援医療

特別障害者⼿当

成年後⾒制度

⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業

ハローワーク

ハローワーク以外の就労⽀援

その他のサービス

利⽤していない

（⼈） 
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 3ⅱ.6  就業の状況について 

   3ⅱ.6.1  発症時の就業 

      発症時の就業（仕事をしていたか）について、「はい」が 118 ⼈（51.1%）、「いいえ」が 109 ⼈
（47.2%）でした。 

図表 4.6.1  発症時の就業（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.6.2  就いていた場合の勤務形態 

      「はい（仕事に就いていた）」とした 118 ⼈について、勤務形態をみると、「正社員・正職員」が 60 ⼈
（50.8%）と最も多く、次いで、「⾮常勤・パート」が 19 ⼈（16.1%）、「⾃営業」が 15 ⼈（12.7%）の
順となっていました。 

図表 4.6.2  勤務形態（n118） 
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51.1%

いいえ
109

47.2%

無回答
4

1.7%

正社員・正職員
60

50.8%

⾮常勤・パート
19

16.1%
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7

5.9%
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10

8.5%

⾃営業
15

12.7%

その他
3

2.5%

無回答
4

3.4%
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   3ⅱ.6.3  就いていた場合の勤務地 

      「はい（仕事に就いていた）」とした 118 ⼈について、勤務地をみると、「埼⽟県内」が 68 ⼈（57.6%）、
「県外」が 47 ⼈（39.8%）でした。 

図表 4.6.3  勤務地（n118） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.6.4  就いていた場合の発症時の職場の対応や配慮 

      「はい（仕事に就いていた）」とした 118 ⼈について、発症時の職場の対応や配慮をみると、「特に配慮
はなかった」が 32 ⼈（27.1%）と最も多く、以下、「わからない」が 27 ⼈（22.9%）、「職場内での配置
転換などの配慮があった」が 18 ⼈（15.3%）の順となっていました。 

図表 4.6.4  発症時の職場の対応や配慮（n118 複数回答） 
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その他
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   3ⅱ.6.5  就いていた場合の現在の就業状況 

      「はい（仕事に就いていた）」とした 118 ⼈について、現在の就業状況をみると、「⾃ら退職した」が 55
⼈（46.6%）と最も多く、以下、「その他」が 16 ⼈（13.6%）、「解雇された」が 14 ⼈（11.9%）、「定
年で退職した」が 12 ⼈（10.2%）の順となっていました。 

      「その他」の具体的な内容は、パートで仕事中、病⽋のまま定年まで過ごした、退職を促されたなどでした。 

図表 4.6.5  現在の就業状況（n118 複数回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2（1.7%）

1（0.8%）
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その他
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   3ⅱ.6.6  就いていなかった場合の発症時にしていたこと 

      他⽅、「いいえ（仕事に就いていなかった）」とした 109 ⼈について、発症時にしていたことをみると、「家
事全般」が 71 ⼈（60.2%）と最も多く、次いで、「特に何もしていない」が 14 ⼈（11.9%）、「失業中」
が 13 ⼈（8.5%）、「⼦育て」、「病気療養中だった」がともに 10 ⼈（8.57%）の順となっていました。 

      「病気療養中だった」の具体的な病名は、うつ病、脳梗塞、アルコール依存症などがありました。 

図表 4.6.6  発症時にしていたこと（n109 複数回答） 
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その他
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 3ⅱ.7  現在の暮らしについて 

   3ⅱ.7.1  自動車運転 

      現在の⾃動⾞運転について、「運転していない」が 218 ⼈（94.4%）とほとんどを占め、「運転を制限し
ている」が 7 ⼈（3.0%）、「今までと同じように運転している」が 2 ⼈（0.9%）という結果でした。 

      「運転していない」とした 218 ⼈について、運転免許証の状況をみると、「免許証を返納した」が 69 ⼈
（31.7%）と最も多く、次いで、「運転していないが免許証は返納していない」が 62 ⼈（28.4%）、「免
許を取ったことがない」が 46 ⼈（21.1%）の順でした。 

      また、「運転を制限している」とした 7 ⼈の⾃動⾞運転の状況は、「近所のみ運転」、「フォローできる⼈が
いる場合のみ運転」がそれぞれ 3 ⼈ずつでした。 

図表 4.7.1  ⾃動⾞運転の状況（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転していない
218

94.4%

運転を制限
している

7
3.0%

今までと同じよう
に運転している

2
0.9%

無回答
4

1.7%

免許を取った
ことがない

46
21.1%

免許証を返納した
69

31.7%

運転していないが
免許証は返納し

ていない
62

28.4%

（更新しなかった）
12

5.5%

無回答
29

13.3%

運転していない場合の運転免許証の状況（n218）
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   3ⅱ.7.2  世帯の主な収入 

      世帯の主な収⼊について、「ご本⼈の年⾦」が 116 ⼈（50.2%）、「ご家族の収⼊」が 110 ⼈（47.6%）
とともに約 5 割を占めました。以下、「ご本⼈の障害年⾦等」が 54 ⼈（23.4%）、「⽣活保護費」が 28
⼈（12.1%）と続きました。 

図表 4.7.2  世帯の主な収⼊（n231  複数回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.7.3  世帯の収入状況の変化 

      若年性認知症になってからの世帯の収⼊状況の変化について、「減った」が 132 ⼈（57.1%）と最も多
く、次いで、「変わらない」が 62 ⼈（26.8%）、「わからない」が 26 ⼈（11.3%）と続きました。「増えた」と
したのは 2 ⼈（0.9%）にとどまっていました。 

図表 4.7.3  世帯の収⼊状況の変化（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変わらない
62

26.8%

減った
132

57.1%

増えた
2

0.9%

わからない
26

11.3%

無回答
9

3.9%

21（9.1%）
110

（47.6%）
116

（50.2%）
54（23.4%）

28（12.1%）

18（7.8%）

1（0.4%）

0 20 40 60 80 100

ご本⼈の収⼊

ご家族の収⼊

ご本⼈の年⾦

ご本⼈の障害年⾦等

⽣活保護費

その他の収⼊

わからない

（⼈） 
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   3ⅱ.7.4  住宅等のローンの有無 

      現在の住宅等のローンについて、「ローンはない」としたのは 188 ⼈（81.4%）が約 8 割を占めました。 
他⽅、「ローンがある」としたのは 35 ⼈（15.2%）で、ローンの具体的内容（回答があったのは 14）は、

住宅ローンがほとんどでした。 

図表 4.7.4  住宅等のローンの有無（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.7.5  現在の家計状況 

      現在の家計について、「何とかまかなえている」が 115 ⼈（49.8%）と最も多く、次いで、「やや苦しい」
が 62 ⼈（26.8%）、「とても苦しい」が 28 ⼈（12.1%）と続きました。「余裕がある」は 9 ⼈（3.9%）に
とどまりました。 

図表 4.7.5  現在の家計状況（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローンはない
188

81.4%

ローンがある
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15.2%

わからない
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とても苦しい
28

12.1%

やや苦しい
62

26.8%何とかまかな
えている

115
49.8%

余裕がある
9

3.9%

わからない
14

6.1%

無回答
3

1.3%
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   3ⅱ.7.6  養育を必要とする子供の有無 

      養育を必要とする⼦供の有無について、「いない」が 216 ⼈（93.5%）、「いる」が 13 ⼈（5.6%）でし
た。 

      「いる」とした 13 ⼈について、具体的な就学状況（複数回答）をみると、「中学校」が 2 ⼈、「⾼等学
校」が 4 ⼈、「⼤学・専⾨学校」が 6 ⼈、「その他」が 2 ⼈でした。 

図表 4.7.6  養育を必要とする⼦供の有無（n231） 
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いない
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無回答
2

0.9%
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 3ⅱ.8  情報や相談先について 

   3ⅱ.8.1  情報が必要であった時期 

      情報の種類別に、それが必要であった時期の状況をみると、「診断前」での割合が⾼かったのは、『A 専
⾨医や専⾨病院』47.2%、また、「診断直後」での割合が⾼かったのは、『B 治療⽅法や薬』50.6%、『F 若
年性認知症の相談窓⼝』40.7%でした。「常に」での割合が⾼かったのは、『C 病気の症状や進⾏』36.4%、
『H 介護⽅法』29.4%でした。 

他⽅、「必要性を感じない」の割合が⾼かったのは、『G 就労相談の窓⼝』45.5%、『I 成年後⾒制度』
36.4%でした。 

図表 4.8.1  情報が最も必要であった時期（n231） 
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13.0%
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0.9%
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23.8%

50.6%
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38.1%
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13.0%

20.8%

19.9%

4.8%

4.3%

8.2%

16.9%

15.6%
8.2%

8.2%

13.9%

23.4%

16.9%

12.1%

12.6%

23.8%

36.4%

24.2%

21.6%

19.0%

8.2%

29.4%

12.1%

18.6%

28.6%

3.5%

3.5%

1.7%

4.8%

9.5%

9.5%

45.5%

9.5%

36.4%

31.6%

22.5%

8.2%

8.2%

7.8%

8.2%

9.1%

9.5%

11.7%

10.4%

12.1%

11.3%

14.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A 専⾨医や専⾨病院

B 治療⽅法や薬

C 病気の症状や進⾏

D 介護保険・障害者⽀援サービス

E 障害年⾦など経済的⽀援

F 若年性認知症の相談窓⼝

G 就労相談の窓⼝

H 介護⽅法

I 成年後⾒制度

J 家族会など

K その他の社会資源

診断前 診断直後 診断後、ある程度経過後
常に 必要性を感じない 無回答
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   3ⅱ.8.2  家族以外の最初の相談先 

      認知症の症状に気づいたときの家族以外の最初の相談先をみると、「医療機関」が 107 ⼈（46.3%）
と最も多く、次いで、「地域包括⽀援センター」が 36 ⼈（15.6%）、「市町村の役所」が 15 ⼈（6.5%）
の順でした。 

図表 4.8.2  家族以外の最初の相談先（n231） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3ⅱ.8.3  最初の相談の後の相談先 

      最初の相談先の後に相談したことがある⼈・場所について、「医療機関」が 92 ⼈（39.8%）、「地域包
括⽀援センター」が 89 ⼈（38.5%）、「市町村の役所」が 64 ⼈（27.7%）の順でした。 

      「その他」33 ⼈（14.3%）の具体的な内容は、ケアマネジャー、若年性認知症の家族会、認知症カフェ
などが挙げられました。 

図表 4.8.3  次の相談先（n231 複数回答） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括⽀援
センター

36
15.6%

保健所・保健
センター

2
0.9%福祉事

務所
5

2.2%

市町村の役所
15

6.5%
医療機関

107
46.3%

若年性認知症
⽀援コーディネー

ター
8

3.5%

友⼈・知⼈
16

6.9%

職場の健康
管理室

3
1.3%

職場の同僚
や上司

8
3.5%

その他
14

6.1%

無回答
17

7.4%

89
（38.5%）

10（4.3%）

21（9.1%）

64（27.7%）
92

（39.8%）
24（10.4%）

28（12.1%）

3（1.3%）

13（5.6%）

9（3.9%）

2（0.9%）

33（14.3%）

0 20 40 60 80 100

地域包括⽀援センター

保健所・保健センター

福祉事務所

市町村の役所

医療機関

若年性認知症⽀援コーディネーター

友⼈・知⼈

職場の健康管理室

職場の同僚や上司

ハローワーク

障害者職業センター

その他

（⼈） 
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   3ⅱ.8.4  若年性認知症支援コーディネーターへの相談 

      若年性認知症⽀援コーディネーターへの相談について、「相談したことがある」が 41 ⼈（17.7%）、「知っ
ているが相談したことは無い」が 22 ⼈（9.5%）、「コーディネーターを知らなかった」が 158 ⼈（68.4%）と
いう状況でした。 

図表 4.8.4  若年性認知症⽀援コーディネーターへの相談（n231） 
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 3ⅱ.9  若年性認知症の対応や支援に関して 

※ 記述設問の回答は、本報告書への掲載にあたって、事業所・個⼈が特定されるような⽂⾔、また、誤解
等のおそれのある⽂⾔については、修正・削除等を⾏っている点ご容赦下さい。 

   3ⅱ.9.1  今、一番大変なことは何ですか。また困っていることなど 

⼀番⼤変なこと、困っていることなどについて、157 件の記述回答がありました。具体的には、「サービスや
在宅介護」、「経済的なこと」、「病気の進⾏」、「相談相⼿・情報」に関する記述が多くありました。以下で
は、それぞれの主な回答を掲載します。 

※番号は巻末 77 ページの全回答⼀覧に対応しています。 
※回答末尾の（  ）は、本⼈・家族票の回答記⼊者を⽰しています。(以降全てに共通)） 

図表 4.9.1  ⼀番⼤変なこと、困っていること 
【サービスや在宅介護】 

16 
⽼⼈向けのサービスしかなく（デイサービスなど）、まだ若い⺟には利⽤しづらい（受け⼊れがたい）。訪問
介護も、1 ⽇⾒てくれるわけではないので、体は丈夫な⺟の外出してしまったりなどの⾒守りの助けにはなら
ない。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

27 
若いので、お年寄りのデイに⾏くのを嫌がります。今は進⾏しわからなくなっていますが、8 年間ずっと若年性
の⽅々が⾏かれるようなデイがあるといいと思っていました。（配偶者） 

35 
若年性認知症のためのデイサービスが少ない。ほとんど、後期⾼齢者の⽅ばかりで、本⼈は抵抗を感じてい
た。若年性は病気の進みが早く、家族や周りのサポートがとても⼤変。暴⼒的になることがあり、とても困
る。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

40 

ピック病ということで、本⼈の病気に対する認識がないため反社会的な⾏動をとることがあり、医師に相談
後現在は⼊院中ですが、⾃宅へ戻ったらどう対応していけばよいのか不安です。本⼈のお世話をするには、
私も仕事に⽀障があり、また⼀⽇中⼀⼈でお世話は無理もあり、⾃分の⼒不⾜（主⼈を⽀えてやれな
い）に⽇々、経済⾯も含め悩んでいます。（配偶者） 

52 
1 ⼈でスポーツを⾏うなどできなくなったので、若年性のもっと早い段階で、スポーツジムのような受け⼊れても
らえて、サポート（気配り・声掛け等）してもらえる施設があったらよかった（ロッカー管理・場所の不安等せ
ずに）。（配偶者） 

63 
要介護 3 で、市内の認知症専⾨のデイに出したら、すぐに要介護 3 で初めてデイに出すのは間違っている
と、突然出されたとき。以前からかかっていた病院で、通院続けようとしたら認知症はもう来なくていいから
と、診察を断られた。（配偶者） 

78 家事、仕事の両⽴。病院、施設等の⼊院、⼊所待ちの⻑さ（配偶者） 

81 
毎⽇がリセットされている。同じことの繰り返し（何度も同じことを⾔う）。もの取られ妄想があり、⼀番近く
にいる⾝内が疑われる。15 分前のことも忘れている。⽬の前にある物しかわからない。作り話が多く困ります
（ほとんど作り話です）。（兄弟姉妹） 

【経済的なこと】 

70 
今は⾃宅で介護できていますが、今後⾃宅の介護ができなくなったら、経済的にも不安であったり、急に介
護ができなくなった時に不安があります。（配偶者） 

83 ⼀番⼤変だと今思っていることは、経済⾯です。つまり、⽣活費がギリギリ状態でやっているものですから、も
う少し余裕がある⽣活ができればと思っていて、今⼀番⾃分たちにとって⼤変なことです。⽣活費に困窮す
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る原因は、私が仕事を辞めたことが⼀番の原因だと思いますが。私がやっとがんのかん解を迎えたこと、主⼈
が⽇ごとにしぼんでゆく状況を⽬の当たりにして、私が仕事を辞めたわけですが、⽣活費と主⼈の元気をもう
⼀度引き出すことのどちらを取るか、悩んだというところでもあります。（配偶者） 

84 
介護に⾏動のほとんどを取られてしまうため、働ける能⼒があってもフルに働けず、経済的に本⼈の年⾦だけ
では賄えないので、⽣活が厳しい。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

92 
⼊所させて、⼊所費⽤の維持。体⼒的・精神的には楽になった。家族がケガや病気になり、⽣活費が維持
できなくなったらと思うと不安になるときがある。（配偶者） 

125 

経済⾯が⼀番⼤変で、若年性認知症とわかってから、⾊々な病院を紹介されては、重症なので他の病
院・施設をたらい回しされて、最後認知症専⾨の病院へ貯⾦・⽣命保険全部やめて⼊院しましたが、4 年
くらいで全部使い、これ以上⽀払いができないので特養ホームに⼊れないか相談をして⼊所していますが、私
も仕事ができないので、主⼈の年⾦で⽣活していますが、近いうち⽣活保護を受けないと無理なのかと不安
です。（配偶者） 

138 

認知症本⼈以外の家族は働いているが、本⼈がそれまでやっていた家事全般を娘がやることになり、勤務
可能時間が少なくなり、収⼊も減っている。デイサービスに預けたりもするが、それでも時間が⾜りない。医療
費が⾼く、経済的に負担となっている。ぱっと⾒は普通の中年⼥性なので、世間の⽬が気になっています。
（⼦⼜は⼦の配偶者） 

140 
仕事による収⼊がなくなり、年⾦も受給できる年齢でもないため、傷病⼿当が終了すると無収⼊になってし
まう。配偶者（夫）の私も 65 歳未満のため、仕事をやめるわけにもいかず、妻を⼀⼈にしてしまうことがと
ても不安です。（配偶者） 

157 

⼦育て（⼤学受験）の対応、クレジットカードの残⾼不⾜や⼿続き（年⾦等）など、本⼈が対応できな
いので配偶者側の負担が増えて、また精神的にも疲れてしまい休むこともあり、仕事に影響が出始めてい
る。もしかしたら働けなくなるのではないか？まだ、収⼊をこれからもちゃんと得なくてはいけないので、将来が
不安である。（配偶者） 

【病気の進⾏】 

5 
先の⾒通しが⽴たないこと。介護者も年をとってしまうこと。途中から法律が変わり、他の施設に移るよう勧
められるが、本⼈の状態も悪く安⼼して最後までいられるようにしてほしい。（配偶者） 

68 
将来どのように進⾏するか不安。⾃分の死後の事（既に⼦供に話し、⼦供が引き継ぐことになっている
が）。（配偶者） 

75 
⽇にちや曜⽇が分からなくなってきており、シフト勤務をしている私（配偶者）が不在の際には、⾼齢の⺟
に頼らざるを得ない。デイサービスには、電⾞で出かけているが、いつまで 1 ⼈で通えるか⼼配。病状の進⾏
によっては、仕事が続けられない（配偶者が）。（配偶者） 

【相談相⼿・情報】 

1 
⼦育ての悩みを、同じ親の⽴場で相談できない。⽣命保険など契約内容を変更するために、成年後⾒⼈
をたてないとできない。それをしてしまうと、主⼈の⼝座から養育費などを使えなくなるので困る。現状、私
（配偶者）の⽣命保険を⽀払い続けている。（配偶者） 

9 
⾊々な⼿続きが多すぎる。⾼齢の配偶者だと、訳が分からないから。⼦にしわ寄せがくる。⼦供にも家族が
あると、すぐに動けない。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

13 新薬や治療法の進歩について、もっと情報が欲しい。（配偶者） 

113 
本⼈が年齢・住んでいる場所がわからなくなり、何も⽣計等の事が相談できなくなり、すごく⼼細かった時、
話を聞いていただいたことがとても助かりました。（配偶者） 

132 
診断を受けた時は⼀⼈で受け⽌められず、相談を聞いてくれる⼈でとても助けられた。話を聞いてくれる相
談員との出会いが、だれにでも受けられるように場所と⼈数を増やしてほしい。（その他） 
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148 介護保険サービスを利⽤するにあたり、担当の⽅の説明が少なく利⽤がなかなかできないこと。（本⼈） 

154 
1 か所の医療機関でしか⾒てもらっていないので、セカンドオピニオンしたいが、どこで診察してもらえばよいか
わからないでいる。（配偶者） 

【その他】 

56 
トイレに⼀⼈で⾏けないので、多⽬的トイレが少ないことと、普通のトイレが使えそうな⼈も使っている時があ
るのですぐ⼊れない。（配偶者） 

77 相⼿の気持等わかってあげられない部分。毎⽇ドキドキ・ヒヤヒヤの⽇々。（配偶者） 
112 各種更新⼿続きが、平⽇でしかできないこと。役所に⾏けません。（⼦⼜は⼦の配偶者） 
152 認知症の事を周りの⽅がもっと理解してほしい。（配偶者） 
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   3ⅱ.9.2  活用した支援制度のうち、役立ったものは何ですか 

活⽤した⽀援制度で役⽴ったものについて、125 件の記述回答がありました。 
以下では、それぞれの主な回答を掲載します。（全回答⼀覧は巻末 80 ページ） 

図表 4.9.2  活⽤した⽀援制度で役⽴ったもの 

7 訪問看護師が⽉に 2 回来訪してくれて、⾷事のチェック・薬のチェックをしていただける。（本⼈） 

12 
⾃⽴⽀援医療：通院薬の負担が減りました。介護保険：通所やお泊りをして、本⼈も家族もリフレッシュ
できた。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

16 
最初の認知症の病院から、症状が重くなっても薬も変わらず、次の病院に変わりたい時。どうしたらいいかわ
からなかった時、包括センターやサポートの⼈を紹介してもらい、話を聞いてもらい、病院やデイを症状に合わ
せて探してくれました。（配偶者） 

19 
障害者探索サービス、路線バス運賃の割引、⽣活介護、⾃⽴⽀援医療、障害者⻭科相談医、診療所、
⼿帳診断書料の補助（配偶者） 

25 オレンジカフェ（まだ 1 回だけの体験だが、今後役⽴つと思う）（本⼈） 
26 ケアセンターは、⽉曜⽇〜⼟曜⽇まで活⽤しています（⾃⽴⽀援医療）。（配偶者） 
44 最初に相談したコーディネーターの⽅から、いろいろ聞けた事がとても良かった。（兄弟姉妹） 

45 
地域包括⽀援センターの⽅には⼤変お世話になりました。⼀番最初に相談に⾏ったのは本⼈と友⼈で、姉
にお⾦を盗られると駆け込みました。現在、成年後⾒⼈にも、いろいろとお世話していただいておりますし、ケ
アマネジャーやヘルパーにも、きめ細かくケアをしていただき感謝しております。（兄弟姉妹） 

51 
介護保険によりデイサービスが利⽤できたこと。ケアマネジャーという相談できる⼈が⾝近にいてくれて、安⼼
できたこと。（親） 

78 
⾃⽴⽀援医療、⼼⾝障害者医療費受給制度、福祉タクシー利⽤料⾦助成、障害年⾦、介護保険
（配偶者） 

79 家族の会に参加して、情報交換ができた。（配偶者） 

94 
⽀援制度そのものが、どこにどんなものがあるのかわからない。最初区役所で現状説明して⽀援していただけ
るデイサービスが、近くにどのようなものがあるか教えていただいた位です。（配偶者） 

97 
全て役に⽴った。妻の場合は、認知症の進捗が⼤変早かったので、すぐにショートステイ・施設・⼊所の検討
をせざるを得なかった。（配偶者） 

98 
介護保険を利⽤することによって、デイサービスやショートステイなどをうまく利⽤しながら介護でき、負担がか
なり減りました。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

99 ケアマネジャーのアドバイス、デイサービス、訪問リハビリ、ショートステイ、介護⽤具のリース（配偶者） 

110 
制度の対象者になった時点で、申請できるものはなるべく利⽤したし、役⽴ちました。特に障害年⾦・⾃⽴
⽀援はありがたかったです。ただ、進⾏性の病気なので、障害年⾦は等級変更の申請は家族が動かないと
変わらない。65 歳の期限が来るし、正当な受給ができなかった⼈はいるかもしれません。（配偶者） 

113 若年性認知症の集いの場（その他） 

116 
認知症コーディネーター、⾃⽴⽀援医療、税⾦免除、年⾦免除、NHK 免除、交通機関優遇、就労移⾏
⽀援（本⼈） 

121 
家族の会への出席、⾊々な⽅の意⾒や様⼦を聞ける。コーディネーターの⽅と直接話せること。家族の会や
その他のイベントでは、皆様が本当に良くしてくださる。申し訳ない気持ちになるし、ありがたい。（配偶者）

125 
若年性認知症⽀援コーディネーターへの相談、若しくは連絡。オレンジカフェは、本⼈も楽しみにして利⽤して
いる。（配偶者） 
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   3ⅱ.9.3  今後できたらよい支援制度 

今後できたらよいと考える⽀援制度について、70 件の記述回答がありました。具体的には、「サービス・施
設」、「経済的⽀援」、「家族⽀援」に関する記述が多くありました。以下では、それぞれの主な回答を掲載
します。（全回答⼀覧は巻末 82 ページ） 

図表 4.9.3  今後できたらよい⽀援制度 
【サービス・施設】 

2 若年性認知症専⾨の施設が、もっとたくさんできると助かります。（配偶者） 

6 
若年発症だと、施設内で若くて⽬⽴ってしまい、初期のころは居づらそうになじめないでいた。若年の⽅たち
が居やすいような環境下で、いろいろなデイが楽しめる⽀援制度希望します（⼦⼜は⼦の配偶者） 

7 若年向けのデイサービスやショートステイなどがあればいい。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

28 
若年性認知症の⼈が働ける場所、認知症があるために独居は難しく、施設（有料）などに⼊っている⼈
も多い。⽣活できて働ける場所があったら良いと思う。年配の⼈と何もすることなく持て余す姿を⾒ると、そ
んな施設があると良いと思う。（その他） 

37 若年性認知症の⼈に特化した介護サービスや、その⽀援制度を作ってほしい。（配偶者） 

38 
現在 59 歳。職場も退職になり、デイケアのリハビリに通所しているが、年齢層が⾼く話がかみ合わない。同
年代の⽅々と交流できる場が増えてほしい。（配偶者） 

64 駅や商業施設での補助員・相談できる⼈を配置してもらいたい。（配偶者） 

【経済的⽀援】 

11 
精神障害⼿帳は⾝体に⽐べて、⼿厚くないと思います（例えば、鉄道は全額とか）。精神障害の⼈も、
⾝体の⼈と同じように⼤変だということをわかってほしい。（配偶者） 

13 ⽇常⽣活⽤具の給付、補装具の給付、有料道路の割引、JR 運賃の割引（配偶者） 

14 
若年性認知症患者のおむつの⽀給に、年齢の枠を作らない。レンタカーの補助⾦。タクシーチケットの⽀給
（配偶者） 

65 
若年性認知症の⼈でも引き受けてくれる、デイサービスなどの施設。レストランなどでの割引（⾃宅ばかりの
⾷事より外⾷で息抜きを図りたい。割引が実現したら多く利⽤したい）。精神障害等級 2 級でも、⾼速
道路で割引を適⽤してほしい（本⼈を楽しませるために、よく⾼速を利⽤しているので）（配偶者） 

【家族⽀援】 

1 
家族会への参加は気が重く⾏けなかった。包括の⽅が何でも相談に乗ってくださったので⽣活できました。地
域に同じ状況の⽅がいれば、話し相⼿としてマッチングさせる機関があればよいと思います。（配偶者） 

3 
診断後の、病気の進⾏と介護の⽅法と、どんな⽀援制度が利⽤できるかの説明が欲しい。家族は混乱
し、不安でたまらないので。（配偶者） 

8 介護の相談になってくれる⼈が欲しい。（配偶者） 

35 
様々な制度を利⽤していますが、市役所のガイドブックを読んだり本を読んだりして制度を知り、⼿続きをし
ました。ケアマネジャーは、⾼齢者介護については知っていますが、若年認知症の⽀援制度はあまり知りませ
ん。専⾨家・助⾔者がいるとよいです。（配偶者） 

41 
親の介護も始まっておらず、周りに相談もできず、知られたくなく、で孤独でした。何より収⼊⾯が不安でし
た。どの医療費もかからないような⽀援、聞いたことのない病名をどこにどう相談したらいいのか、分かる⽀
援。職場に⾔うにも勇気がいるので休⽇相談窓⼝⽀援など欲しいところです。（配偶者） 

- 55 -



     

   3ⅱ.9.4  国、県、市町村など行政に求めること 

国、県、市町村など⾏政に求めることについて、90 件の記述回答がありました。具体的には、「制度、サ
ービスの充実」、「⼿続き・情報提供」に関する記述が多くありました。以下では、それぞれの主な回答を掲
載します。（全回答⼀覧は巻末 84 ページ） 

図表 4.9.4  国、県、市町村など⾏政に求めること 

【制度、サービスの充実】 

59 
介護施設や病院の介護⼠・看護師に対する、若年性認知症を含む認知症を学ぶセミナーや、若年性認
知症の⼈にどのように対応することが望ましい（よい）のかを、実践的に研修を⾏う。実際に介護している
家族の意⾒を元にしたセミナーなどを開催する。（配偶者） 

62 
50 代・60 代前半の認知症は、まだまだ何かしたいという思いがあるので、ご⽼⼈中⼼のデイサービスに⾏き
たがりません。そうすると、家族の負担が⼤変です。もう少し若年性認知症でも、やりがいを感じられるよう
な場を作っていただければ、ありがたいです。（配偶者） 

66 
住んでいる地域により、若年性認知症の集いやデイサービスの数のバラツキがあるので、増やしてほしい。
（兄弟姉妹） 

80 若年性認知症の⽅が活躍できる場所を、たくさん作ってほしい。（その他） 

82 
発症前の職場で、内勤など（配置替え）で続けて働けるように、法整備していただけるとよいと思う。（配
偶者） 

87 若年性の⼈たちが集まれる場所（配偶者） 

【⼿続き・情報提供】 

1 制度に関して、たくさんあるのに情報がわかりづらい。わかりやすくすべき。（⼦⼜は⼦の配偶者） 
7 使えるサービスを、積極的に発信してほしい。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

32 
情報提供（制度や使える⽀援等も含め）を、丁寧に細やかにしてほしい。先を⾒越した環境整備を。
（配偶者） 

52 

市⺠が何を求めているかを察知し、簡略具体的に説明してほしい。⾃分で申し出なければ適応されない⽀
援が多くて、私のように仕事を辞めて時間的余裕ができて、初めて広報や福祉ガイドを熟読して、⾃分たち
にも他に⽀援の⽅法があったと気づく。若年性認知症⽀援コーディネーターへの相談が、最初にあるべきだと
思う。（配偶者） 

57 
⾼齢者の認知症の⼈へ相談窓⼝があっても、若年性認知症の相談窓⼝が少なすぎるように思う。介護
⽀援も、若年者対象のところが少ない。対応してくれるところが少ない。もっともっと増やせることが必要だと
思う。（配偶者） 

74 
若年性認知症では？と悩んでいる⼈は多いと思います。そんな⼈たちは、どこに相談したらいいのか。すぐわ
かるような告知を、⼤々的にしてほしい。リーフレット・ポスター・TVCM など。（配偶者） 

78 

現役世代で時々あるようなもの忘れから、突然病院で若年性認知症と診断されたとき、本⼈の絶望感
（⾃殺願望・⾃暴⾃棄）、家族や本⼈の経済的不安（失業・減収・⽣活費・介護費等）、⼦供にも
遺伝？⼼配だらけです。不利益を受けることを⼼配し、誰に相談すべきかわからない。だから診断されたとき
に、病院で必ず渡す⼩冊⼦とかでやるべきこと、国としてこんな制度がある、医療ソーシャルワーカーとの⾯談
を義務づける（パニックにならず、希望が持てる）。（配偶者） 

83 
認定を受けるための⼿続きなどの時間がかかる及びわかりづらい。地域によってサービスの差がありすぎなの
で、平等にしてほしい。（本⼈） 
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   3ⅱ.9.5  その他のご意見・ご要望 

他のご意⾒・ご要望について、77 件の記述回答がありました。 
以下では、それぞれの主な回答を掲載します。（全回答⼀覧は巻末 86 ページ） 

図表 4.9.5  ご意⾒・ご要望 

2 
初期の元気なころは、障害者⼿帳の申請もはばかられ、⼿帳を⼿にしたときには動けなく、活⽤できなかっ
た。活動期に公園・駐⾞場等利⽤できたらありがたかった。（配偶者） 

6 
若年性認知症⽀援コーディネーターの、市町村派遣セミナー、相談会など（さいたま市へ⾏くことが、本⼈
なかなかできないので、近くに来ていただけるとありがたいです）。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

12 

障害サポート移動⽀援のサービスがあることを、病院・ケアマネ・地域包括⽀援センター・市役所⾼齢福祉
課などに相談しても提案がなかったため、何年も知らなかった。今回、このサービスを利⽤できることがたまた
まわかり、本当に良かった。もっと、若年性の⽅の家族に、周知させてあげたいと思った。（⼦⼜は⼦の配
偶者） 

13 
私も結婚が遅く、⼦供も中学⽣くらいの時から病状は出ていたので、先⽣にも相談したが、本⼈は病院に
連れていくのは難しかった。病院で診断されなければ周りも判断しづらいので、内科・外科等関係なく、家
族に寄り添ってもらえるとうれしい。（配偶者） 

14 

現在、主⼈のお世話をしていただけている皆様に、深く感謝いたしております。私は反省していることがありま
す。あの時の私は、驚きと今後の不安で⼼が折れていました。主⼈の⽇常⽣活の異常に気づき、初めて受
診した病院で検査し、認知症と分かり、専⾨の今の病院を紹介されたのですが、その受診まで数か⽉あ
り、少しでも病状を抑えたいと思い即⽇対応して頂ける病院へ⾏ってしまったこと、もちろん認知症を⽌めた
い⼀⼼でしたが。そのことが、初めて受診し紹介していただいた先⽣に伝わり、私のとった⾏動が不信感や
怒りをかわれたと思うのです。この病気は恐ろしいのに何をしているのかとおっしゃった⾔葉に、反省していま
す。もちろん、紹介された現在の病院は信頼し⾏くつもりはあったのです。いきなり伝えられる家族に参考に
なればよいと思い、記⼊しました。（配偶者） 

19 
介護をしている⼈への、定期的なカウンセリングがあるといいと思います。発症〜最期まで。介護者への精
神的なサポートをぜひお願いしたいです。（配偶者） 

23 
妻の認知症の介護のため、会社を 60 歳で退社しましたが、年⾦⽀給（全額）まで 65 歳、残り 5 年ほ
ど働きたかった。働くための⽀援が欲しかった。（配偶者） 

31 
⾃分で市役所や⼿続きができなくなった時など、どうしたらよいか不安に思います。またそのような⼿続きをし
てもらえる所があるといいと思います。（本⼈） 

34 
趣味・特技など参加できる場（認知症に限らず、誰でも参加 OK）→⽣きがいにつながる。症状の進⾏に
も影響、介護している者へも明るい話題。（配偶者） 

38 

ケアマネジャーと若年性認知症⽀援コーディネーターとの違いは何ですか？ 経済的に余裕がある⼈にとっ
て、介護はそれほど難しくないと思います。それなりの施設を紹介すれば済むことになりそうですが、経済的
に余裕がない⼈にとって、どの⽀援をチョイスすればいいのか迷うことがあります。そのような家族にとっての相
談窓⼝を、さらに充実させていただきたいと願います。若年性認知症⽀援コーディネーターさんやケアマネジャ
ーのさらなるご活躍を期待します。（配偶者） 

46 
介護保険でデイサービスを利⽤して妻が仕事に出ていますが、利⽤時間や⽇数が多いため、⾃⼰負担が
多くなってしまいます。⽣活のためには少しでも多く働きたいのですが、何か負担の少なくなる制度があれば
助かります。（配偶者） 

48 
9 年程前に⾜が動かない、腰が痛い、から始まり、その時聞いたのがパーキンソンかレビー⼩体型では？でし
たが、どこを受診しても、うつやアルツハイマーとなり、やっとわかったのが 1 年前です。その間、認知症の症状
もひどくなり、警察のお世話になったり、叱られたりもしました。ほったらかしている訳でもないのに、ずいぶんな
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⾔われ⽅をし、訳の分からない状況に疲れ果てていました。⾃⽴⽀援も⾏政の⽅に教えてあげればよかった
ですね、と⾔われたのはずいぶん後で、私は知り合いが包括センターにいたので相談しましたが、それでも敷
居は⾼く、とまどいと絶望ばかりで、助けを求める気⼒がなかなか無いのが現実ではないでしょうか。何を助
けてほしいか、何を聞いたらいいのか、それが分からないものです。（配偶者） 

56 
⾊々な制度がありすぎて、かつ素⼈には複雑なので、未だに制度がよく理解できていない。もっとわかりやす
くしてもらいたい。（⼦⼜は⼦の配偶者） 

63 
本⼈だけでなく、家族皆の⼈⽣が変わってしまいます。安⼼して⽣きられる社会になってほしい。いつ誰が発
症するか、わからないのだから。（兄弟姉妹） 

65 
若年性認知症の知識を持っている⼈が少ないと思います。専⾨の⼈を増やしてもらったり、悩み相談のフリ
ーダイヤル・⼟⽇夜遅くても利⽤できれば、仕事を持っている家族も相談できますよね。家族は介護で、⼼
も体も疲れています。フォローしてくれる体制を作ってください。（配偶者） 

67 
具体的なことの解決策は 1 つではなく⾊々あって、⼈によって合う・合わないがあり、アドバイスする⼈を作っ
ても単純に解決しないと思います。うまくいった解決策を集め、データベースを作ってもらえたらと思います、家
族等、当⼈をよく知る⼈なら、データベースから合いそうな策を⾒つけやすいと思います。（配偶者） 

73 
若年性認知症と診断されて数年間は、本⼈も⾃⼒でできることも、まだまだたくさんあるので、その数年間
の⽀援を充実させてほしい。デイケア・デイサービスを利⽤するようになる前の段階が、介護者には⼀番負担
が⼤きいし、少しの補助があれば本⼈ができることもたくさんあると思います。（配偶者） 

74 
介護というと、65 歳以上であれば制度として充実していて、情報も多いですが、若年性認知症や MCI に
ついての情報や制度も充実させてほしい。若年の会では、いろいろ世話役の⽅や県・病院・理学療法⼠の
ボランティアの多くの⽅に参加していただき、親切にしていただいて⼤変感謝しています。（配偶者） 

75 

家族の会では、認知症当事者と別れて介護者同⼠でミーティングをしているが、たまにはミーティングから離
れて、⾳楽を聴きながらゆっくりコーヒーでも飲みながら、⼀⼈の時間を静かに過ごしたいと思う。介護サービ
スを利⽤できない現状においては、短い時間ではあるが唯⼀当事者と離れて⾃由に過ごせる貴重な機会
だと思います。この意⾒が広く上層部にまで届いて早急に実現されることを願います。（配偶者） 
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Ⅳ  まとめ・考察                                                                          

 1  まとめ （若年性認知症の現状） 

  一次調査                                                                              

  ⼀次調査によって、若年性認知症の⽅の所在等について、以下のことが把握できました。 

⑴ 若年性認知症の⽅の所在 
  ➀2019 年 4 ⽉ 1 ⽇（調査⽇）現在、999 ⼈（男性 508 ⼈、⼥性 487 ⼈、不明 4 ⼈）の若年性認知

症の⼈を把握しました。うち、現在満 65 歳未満の⼈は 590 ⼈（59.1%）でした。 

  ➁若年性認知症の⼈が受診している、または、サービス等を利⽤しているとした事業所は 471 事業所で、県
全体に占める割合は 9.1%でした。うち、現在満 65 歳未満の⼈がいる事業所は 314 事業所（いるとした
事業所に占める割合 66.7%）でした。 

⑵ 若年性認知症の⽅の詳細 
  ➀若年性認知症の⼈の年齢範囲は 20 歳（器質性精神障害）~90 歳（満 64 歳発症）で、平均年齢

は 62.9 歳（標準偏差±6.51 歳）でした。 

  ➁年齢階級別で最も⼈数が多かったのは、60~64 歳で 339 ⼈（33.9%）でした。現在満 65 歳以上の若
年発症の⼈では、65~69歳が 271⼈（27.1%）となっていました。 

  ③発症してからの期間（発症年⽉から調査⽇までの期間）は、1~5 年が 392 ⼈（48.2%）で最も多く、
以下、6~10年が 28.5%、11~15年が 11.2%と続きました。 

  ④認知症の診断状況（診断名）は、アルツハイマー型認知症が 582 ⼈（58.3%）で最も多く、以下順に、
⾎管性認知症が 10.9%、前頭側頭型認知症が 9.1%、レビー⼩体型認知症が 3.4%となりました。 

  ⑤把握元としては、医療（病院等）から 439⼈（43.9%）、介護（介護サービス事業所等）から 464⼈
（46.4%）、相談（地域包括⽀援センター等）から 76 ⼈、障害（就労移⾏⽀援事業所等）から 11
⼈、就労（障害者職業センター等）から 9⼈でした。 

⑶ 事業所種類別の状況 
➀回答のあった⼀事業所あたりの若年性認知症の⼈数は 2.12 ⼈でした。 

➁事業所種類別の若年性認知症の⼈数は、病院が 281⼈（29医療機関、⼀事業所あたりの⼈数 9.69
⼈）と最も多く、次いで、居宅介護⽀援事業所が 227⼈（160事業所、同 1.42⼈）、介護⽼⼈福祉
施設が 112⼈（71施設、同 1.58⼈）となっていました。 
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   ▶▶ ⼀次調査まとめにおける注意点（限界）について 

・ 回答率が 58.4%であり、相対的に医療（病院等）の回答率が低くなっている点で、若年性認知
症の⼈数を過⼩評価する要因となります。 

・ ⼀次調査の段階では、若年性認知症の⽅が複数の事業所を利⽤する場合（重複ケース）の補
正をしていない点で、若年性認知症の⼈数を過⼤評価する要因となります。 

 
 
  二次調査                                                                              

  ⼆次調査によって、若年性認知症の⽅のより詳しい状況、また⽣活実態について、以下のことが把握できまし
た。以下、担当者票、本⼈・家族票の順に⽰します。 

 ［担当者票］  担当者票は本⼈・家族票の回答が揃う 209 票で集計を⾏いました。 

⑴ 疾病の状況 
  ➀認知症の診断（原因疾患）は、アルツハイマー型認知症が 61.2%と最も多く、以下、前頭側頭型認知

症 9.1%、⾎管性認知症 8.6%、レビー⼩体型認知症 6.7%と続きました。 

  ➁過半数の⼈が認知症以外の病気でも治療中でした。主な合併症は、多い順に、⾼⾎圧症、糖尿病、て
んかん、うつ病、便秘症などでした。 

⑵ 就労・⽣活の状況 
  ➀現在就業中の⼈は 5.7%にとどまり、就業していない⼈は 85.2%でした（不明や無回答を除く）。 

  ➁就業していない⼈のうち、約 4 割が定年前に⾃⼰退職していて、定年退職した⼈は約 1 割でした。 

  ③認知症⾼齢者の⽇常⽣活⾃⽴度は、⾃⽴度Ⅳ（重度）の⼈が約 3 割を占めていて、⾃⽴度Ⅰ〜Ⅱb
（軽度）の⼈は約 2 割にとどまっていました。 

  ④⽇常⽣活動作(ADL)について、歩⾏および⾷事では⾃⽴・⾒守り・促しがあればできるを合わせると約 6 割
を占めていた⼀⽅、排せつや⼊浴・着脱⾐では⾃⽴が 2〜3 割にとどまり、相対的に低くなっていました。 

  ⑤BPSD(認知症の⾏動・⼼理症状)について、約 3 分の 2 の⼈で⾒られ、具体的な症状としては、不安・焦
燥が最も多く、以下順に、介護への抵抗、徘徊が⾼い頻度で⾒られました。 

⑶ 医療・介護などの提供の状況 
  ➀約 1 割の⼈が要介護認定の申請をしていませんでした（要介護認定の申請をしていない 23 ⼈のうち、現

在満 65 歳未満が 16 ⼈）。要介護度は、要介護 5 が 22.0%で最も多く、以下、要介護 2 が 16.3%、
要介護 4 が 13.4%でした。 
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  ➁精神障害者保健福祉⼿帳では、申請していない・申請したかどかわからない⽅が約 6 割（128 ⼈）とな
っていました。取得している⼈（70 ⼈）の等級は、精神 1 級が 13.4%、同 2 級 12.0%、同 3 級 1.9%の
順でした。 

  ③⾝体障害者⼿帳では、申請していないが約 6 割、申請したかどうかわからないを併せると約 8 割を占めて
いました。取得している⼈（19 ⼈）の等級は、⾝体 1 級 5.3%、同 2 級 1.9%、同 3 級 1.4%の順でした。 

⑷ 若年性認知症の⽅への⽀援・対応について 
若年性認知症の⽅への⽀援・対応について、事業所の担当者からは以下のような意⾒がありました。 
〇印の例は、個別回答から⼀部を抜粋して掲載しています。 

➀⽀援する上での苦労や配慮 では、「BPSD への対応」、「家族⽀援・対応」、「コミュニケーション」、「サービ
ス・情報」に関する記述が多くありました。 

    〇BPSD への対応に、業務の中で時間がつくれない（少ない）ジレンマがある。 
    〇家族の思いと御本⼈の気持ち、状況とのズレが⽣じている場合の調整が⼤変。 
    〇表情やその場所での様⼦、家族からの話しなどから状況ごとの対応が必要。 
    〇介護保険のサービス利⽤は抵抗があり、他に代わる⽀援がなく、困っている。 

➁⽀援をする上で必要と感じる⽀援制度・⽅法 では、「若年性認知症専⽤・専⾨サービス」、「事業所のレ
ベルアップ・研修」、「家族等への情報提供・啓発」、「経済的な⽀援」に関する記述が多くありました。 

    〇年齢のギャップがありサービス利⽤を拒む傾向がある。若年の⽅の利⽤出来る場があるとよい。 
    〇若年性認知症の⽅への対応⽅法を伝える研修などを頻回に⾏うことが必要。 
    〇若年性認知症コーディネーターが各地域でのサポートができるような体制強化。 
    〇⾃⽴⽀援医療、障害者年⾦等、家族を⾦銭的に⽀える制度がもっと必要。 

 
 ［本人・家族票］   本⼈・家族票は 231 票で集計を⾏いました。 

⑴ 御本⼈について 
  ➀調査対象者 231 ⼈のうち、男性が 111 ⼈、⼥性が 119 ⼈、無回答 1 ⼈でした。調査⽇現在で満 65

歳未満の⽅は 101 ⼈（43.7%）でした。 

➁居住場所は、在宅が約 6 割の 140 ⼈、施設⼊所が 26.4%、医療機関⼊院が 11.3%でした。在宅の
140 ⼈のうち同居者がいる⽅は約 9 割の 124 ⼈、また同居者がいる⽅のうち、9 割超が配偶者と同居さ
れていました。 

⑵ 認知症について 
  ➀認知症に気づいた年齢は、55~59 歳が最も多く、60~64 歳がそれに続きました。最初に気づいた⼈は、

配偶者が約半数で最も多く、⼦がそれに続きました。 
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  ➁気づきから初回受診までの期間は、1 か⽉未満が約 5 割で最も多く、1~3 か⽉未満、1~2 年未満が続
きました。最初に受診した医療機関（診療科）は、精神科が最も多く、以下、脳神経内科、脳神経外
科、⼀般内科が続きました。現在受診している医療機関は 9 割超とほとんどが県内でした。 

  ③初回受診から診断までの期間は、1 か⽉未満が約 6 割で最も多く、1~3 か⽉未満、3〜6 か⽉未満と続
き、9 割弱（136 ⼈）が初回受診から半年のうちに診断を受けていました。診断までに受診した医療機関
は 1 か所が最も多く、約 9 割が 3 か所までとなりました。 

  ④認知症の具体的な病名は、アルツハイマー型認知症が約 6 割で最も多く、以下、前頭側頭型認知症、
⾎管性認知症、レビー⼩体型認知症の順となりました。5 割弱の⼈が認知症以外の病気で治療中であり、
主な合併症は、⾼⾎圧症、糖尿病、てんかんなどでした。 

⑶ サービス利⽤等の状況について 
  ➀精神障害者保健福祉⼿帳の取得申請について、約 5 割が（申請の上）取得済みで、申請していないと

拮抗していました。申請していない場合の理由は、制度について知らないが約 6 割にのぼりました。 

➁取得済みの場合の障害等級は、1 級と 2 級がそれぞれ約 4 割でした。これまでに利⽤したサービスは、税の
控除・減免が半数以上となり最も多く、重度⼼⾝障害者医療費助成、NHK 受信料の減免が続きまし
た。利⽤していない⽅も⼀定程度ありました。 

  ③要介護認定の申請について、8 割以上で（申請の上）認定済みで、申請していないは約 15％でした。
申請していない場合の理由は、必要を感じないが 6 割弱を占めました。 

④認定済みの場合の要介護度は、要介護 5 が約 4 分の 1、要介護 2、要介護 4 が約 2 割でそれに続きま
した。現在利⽤しているサービスは、通所介護が約 5 割で最も多く、以下、福祉⽤具貸与・購⼊、短期⼊
所⽣活介護が続きました。約 1 割でサービス利⽤がありませんでした。 

⑤他の公的サービスの利⽤では、約 3 分の 1 の⽅が⾃⽴⽀援医療を利⽤していて最も多く、以下、⾝体障
害者⼿帳 26.0%、障害年⾦ 23.8%の順で続きました。 

⑷ 就業の状況について 
  ➀発症時に就業していた⼈は約 5 割で、うち、正社員・正職員であった⼈が約 5 割を占めました。また、勤務

地は約 6 割が県内でした。 

  ②仕事に就いていた⼈のうち、発症時の職場の対応について、特に配慮はなかったとした⼈が約 3 割でした。
現在の就業状況としては、約 5 割の⼈が⾃ら退職したと回答しており、解雇されたとした⼈も 1 割強となり
ました。仕事に就いていなかった⼈では、家事全般をしていた⼈が約 6 割を占めていました。 
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⑸ 現在の暮らしについて 
  ➀⾃動⾞運転は、9 割超が運転していないと回答していました。今までと同じように運転している⼈は 1%未

満とわずかでした。運転免許証については、返納したと運転していないが返納していない（持っている）が
約 3 割ずつとなりました。 

  ②世帯の主な収⼊は、本⼈の年⾦が最も多く、家族の収⼊がこれに続きました。若年性認知症になってから
の世帯の収⼊は、6 割弱が減ったと回答していました。住宅ローン等については、ローンはないとしたのが約 8
割でした。現在の家計は、やや苦しいとしたのが 3 割弱、とても苦しいとしたのが 1 割強でした。 

  ③養育を必要とする⼦供については、9 割超の⽅がいないと回答しました。 

⑹ 必要な情報や相談先について 
  ➀情報が必要であった時期について、“診断前”に割合が⾼かった情報としては『専⾨医や専⾨病院』でした。

“診断直後”では、『治療⽅法や薬』、『若年性認知症の相談窓⼝』が、また、“常に（必要であった）”で
は、『病気の症状や進⾏』、『介護⽅法』でした。他⽅、必要性を感じないとして割合が⾼かったのは、『就
労相談の窓⼝』、『成年後⾒制度』でした。 

②家族以外の最初の相談先は、医療機関が最も多く、地域包括⽀援センター、市町村役所がそれに続き
ました。 

③若年性認知症⽀援コーディネーターへの相談では、相談したことがあると回答したのは 2 割弱で、約 7 割が
コーディネーターを知らなかったとしていました。 

⑺ 若年性認知症の⽅への対応や⽀援について 
若年性認知症の⽅への対応や⽀援について、ご本⼈・ご家族等からは以下のような意⾒がありました。 
〇印の例は、個別回答から⼀部を抜粋して掲載しています。 

➀今、⼀番⼤変なこと・困っていること では、「サービスや在宅介護」、「経済的なこと」、「病気の進⾏」、「相
談相⼿・情報」に関する記述が多くありました。 

    〇若年性認知症のためのデイサービスが少ない。ほとんど、後期⾼齢者の⽅ばかりで、本⼈は抵抗を感
じていた。若年性は病気の進みが早く、家族や周りのサポートがとても⼤変。 

    〇仕事による収⼊がなくなり、年⾦も受給できる年齢でもないため、傷病⼿当が終了すると無収⼊にな
ってしまう。配偶者も仕事をやめるわけにもいかず、⼀⼈にしてしまうことがとても不安。 

    〇デイサービスには電⾞で出かけているが、いつまで 1 ⼈で通えるか⼼配。病状の進⾏によっては、（主
介護者が）仕事が続けられない。 

    〇診断を受けた時は⼀⼈で受け⽌められず、相談を聞いてくれる⼈でとても助けられた。誰にでも受けら
れるように場所と⼈数を増やしてほしい。 
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➁活⽤した⽀援制度で役⽴ったもの では、以下のような記述がありました。 
    〇⾃⽴⽀援医療：通院薬の負担が減った。介護保険：通所や泊りで本⼈も家族もリフレッシュできた。 
    〇制度の対象者になった時点で、申請できるものはなるべく利⽤したし、役⽴ちました。特に障害年⾦・

⾃⽴⽀援はありがたかったです。 
    〇若年性認知症⽀援コーディネーターへの相談、若しくは連絡。オレンジカフェは、本⼈も楽しみにして利

⽤している。 
    〇家族の会に参加して、情報交換ができた。 

③今後できたらよい⽀援制度 では、「サービス・施設」、「経済的⽀援」、「家族⽀援」に関する記述が多くあ
りました。 

    〇独居は難しく、⽣活できて働ける場所があったら良いと思う。 
    〇駅や商業施設での補助員・相談できる⼈を配置してもらいたい。 
    〇地域に同じ状況の⽅がいるならば、話し相⼿としてマッチングさせる機関があればよい。 
    〇職場に⾔うにも勇気がいるので休⽇相談窓⼝⽀援など欲しい。 

④国、県、市町村など⾏政に求めること では、「制度、サービスの充実」、「⼿続き・情報提供」に関する記述
が多くありました。 

    〇住んでいる地域により、若年性認知症の集いやデイサービスの数のバラツキがあるので、増やしてほしい。 
    〇若年性を含む認知症を学ぶセミナーや、若年性認知症の⼈にどのように対応することが望ましいのか

を実践的に研修を⾏う。 
    〇情報提供（制度や使える⽀援等も含め）を、丁寧に細やかにしてほしい。先を⾒越した環境整備を。 
    〇⾼齢者の認知症の⼈へ相談窓⼝があっても、若年性認知症の相談窓⼝が少なすぎるように思う。

介護⽀援も若年者対象のところが少ない。もっと増やすことが必要だと思う 
 
   ▶▶ ⼆次調査まとめにおける注意点（限界）について 

・ 担当者票の回答率は 48.0%、本⼈・家族表の回答率は 23.6%であり、さらに、➀本⼈・家族の
回答票が揃う担当者票を解析対象とすること、②重複回答(票)がある場合にはそのうち 1 票のみ
を有効回答とすること、という条件により最終的な集計対象を選定したことから、実際の集計対象
は、担当者票 209 票（実質的な回答率 21.2%）、本⼈・家族票 231 票（実質的な回答率
23.5%）に限定されます。 

・ 本⼈・家族票のうち、本⼈による回答（記⼊）は 32 票（13.9%）であることから、多くは配偶者
等の家族介護者によって回答されたものとなります。 

これらのことは、今回の結果を若年性認知症の⽣活実態として⼀般化するには限界があること、ま
た、回答（特に記述回答）の内容が家族等の介護者の視点による場合が多いことに注意する必
要があるといえます。 

 

- 64 -



     

 2  考察 （課題の整理） 

 
今回の調査により、本県の若年性認知症に関して以下のような特徴や課題を把握することができました。 

 
【疾患の特徴】 

  若年性認知症の⽅のうち、病名で最も多かったのがアルツハイマー型認知症で約 6 割、前頭側頭型認知
症と⾎管性認知症が続きました。 

  認知症に気づいた年齢は 55〜59 歳が 32.9%、60〜64 歳が 27.3%となり、合わせるとおよそ 6 割を占め
ました。また、男⼥⽐はおよそ半々となりました。 

 
【若年性認知症の相談窓口】 

  認知症の症状に気が付いたときの最初の相談先としては、医療機関が最も多く（46.3%）、地域包括
⽀援センターがそれに続きます（15.6%）。⼀⽅、若年性認知症⽀援コーディネーターについて「知らなかった」、
「知っているが相談したことはない」を合わせると 77.9%にのぼりました。 

  埼⽟県が配置している若年性認知症⽀援コーディネーターは、相談者のニーズに応じた⽀援を⾏うワンスト
ップ窓⼝として機能していますが、相談先として知られていない現状がうかがえました。コーディネーターの役割と
連絡先の周知徹底と医療機関や地域包括⽀援センター等の⽀援機関との連携の強化が求められます。 

  また、本⼈・家族票の⾃由記述には「若年性認知症相談窓⼝が少ない」「休⽇・夜間の相談対応をして
もらいたい」という意⾒がありました。コーディネーターの周知と併せて、⾝近な地域での相談対応や柔軟な⽇
程、時間帯で対応できる窓⼝の必要性が⽰唆されています。 

 
【医療機関の受診と診断】 

  認知症の症状に気が付いてから受診に⾄るまでの期間について、約 4 分の 3 の⽅は 6 か⽉未満で医療機
関を受診しています。⼀⽅で、2 割弱の⽅は受診するまでに 1 年以上の期間がかかっています。 

  また、医療機関の初回受診時から診断までにかかった期間は、約 4 分の 3 の⽅は 3 か⽉未満で、9 割を
超える⽅は 1 年以内に診断されています。 

  医療機関を受診後に診断を受けるまでに要する期間よりも、異変に気付いてから初めて医療機関を受診
するまでの期間の⽅が、⽐較的⻑い傾向にあります。 

 
【就業の状況】 

  本⼈の就業の状況について、回答時点で仕事に就いていない⽅は 85.2%にのぼりました（ただし、発症時
点で就業していない⽅も含みます）。また、発症時に就業していた⽅は 51.1%で、そのうち約 4 割が埼⽟県
外で勤務していました。 

  若年性認知症発症後に「⾃ら退職した」、「解雇された」、「⾃営業を廃業した」を合わせると 67.8%となり、
多くの⽅が就業をあきらめざるをえない状況にあったことがうかがわれます。 
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  発症時に就業していた⽅への職場の対応や配慮について、「特に職場での配慮はなかった」という回答が
最も多く（27.1%）、職場への理解普及の取組が必要であることがうかがわれます。 

  また、発症時に就業していた⽅のうち 12.7%は⾃営業を営んでおり、職場における啓発以外の取組が必
要な可能性もあります。 

 
【経済状況】 

  若年性認知症になってから世帯収⼊が減ったという⽅は 57.1%となり、現在の家計状況を苦しいと感じる
⽅は 38.9%になっています。 

  本⼈・家族票の⾃由記述からは、本⼈⾃⾝が離職するだけでなく、介護や家事等を⾏うために配偶者や
⼦の就業活動に制限がかかっている状況がうかがえます。 

  これらの状況を背景として、経済的な⾒通しが⽴たないことを不安に感じている⽅が多い可能性があります。 
 
【利用できる制度の情報】 

  精神障害者保健福祉⼿帳について 45.5%の⼈が申請しておらず、その理由として「制度について知らない」
が 61.0%にのぼりました。 

  また、⾃⽴⽀援医療制度については約 7 割、障害年⾦制度については約 8 割の⽅が利⽤していないこと
がわかりました。 

  本⼈・家族票の⾃由記述からは、診断後にある程度時間が経ってから、利⽤できたはずのサービスがあった
ことを知ったという⽅も⾒受けられます。 

  このことから、これらの制度・サービスを必要としない状態の⽅もいる⼀⽅で、制度・サービスに関する情報が
届かず、制度を⼗分に活⽤できていない⽅も多い可能性があると⾔えます。 

 
【その他】 

  そのほか、必要とされる⽀援の具体的内容としては、家族介護者へのカウンセリング等の⼼的負担の軽減
の取組、若年性認知症の⼈に特化したサービス提供といった意⾒が多くありました。 

 

今回の調査で把握できた特徴や課題、いただいた御意⾒等を踏まえ、本県の若年性認知症施策を推進
してまいります。 
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Ⅴ  資料                                                                               

 

 1  二次調査 記述設問全回答 

     ▶ 担当者票（Q11） 

        11-1  支援する上で苦労されたこと、配慮されたこと 

11-2  支援する上で、必要と感じる支援制度・方法など 

11-3  その他のご意見・ご要望 

     ▶ 本人・家族票（Q40） 

        40-1  一番大変なこと、困っていることなど 

        40-2  活用した支援制度のうち、役立ったもの 

        40-3  今後できたらよい支援制度 

        40-4  国、県、市町村など行政に求めること 

        40-5  その他のご意見・ご要望 

     ※報告書への掲載にあたって、事業所・個人が特定されるような文言、また、誤解等の 

       おそれのある文言については、本編と同様に一部修正・削除等を行っています。 

 

 2  調査帳票一式 

     ▶ 一次調査票 

     ▶ 二次調査票 
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